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(第 1条 関 係 )寒 川 町 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

(加 え る ) 目 次  

 第 1章  総 則 (第 1条 ) 

 第 2章  定 年 制 度 (第 2条 ― 第 5条 ) 

 第 3章  管 理 監 督 職 勤 務 上 限 年 齢 制 (第 6

条 ― 第 11条 ) 

 第 4章  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 制 (第

12条 ・ 第 13条 ) 

 第 5章  雑 則 (第 14条 ) 

 附 則  

(加 え る ) 第 1章  総 則  

(趣 旨 ) (趣 旨 ) 

第 1条  こ の 条 例 は 、 地 方 公 務 員 法 (昭 和

25年 法 律 第 261号 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ )第 28条 の 2第 1項 か ら 第 3項 ま で 及 び

第 28条 の 3＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ _の 規 定 に 基 づ き 、 職 員 の 定 年 等 に

関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

第 1条  こ の 条 例 は 、 地 方 公 務 員 法 (昭 和

25 年 法 律 第 261 号 。 以 下 「 法 」 と い

う 。 )第 22条 の 4第 1項 及 び 第 2項 、 第 22

条 の 5第 1項 、 第 28条 の 2、 第 28条 の 5、

第 28条 の 6第 1項 か ら 第 3項 ま で 並 び に 第

28条 の 7の 規 定 に 基 づ き 、 職 員 の 定 年 等

に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す

る 。  

(加 え る ) 第 2章  定 年 制 度  

第 2条  (略 ) 第 2条  (略 ) 

(定 年 ) (定 年 ) 

第 3条  職 員 の 定 年 は 、 年 齢 60年 と す る 。  第 3条  職 員 の 定 年 は 、 年 齢 65年 と す る 。  

(定 年 に よ る 退 職 の 特 例 ) (定 年 に よ る 退 職 の 特 例 ) 

第 4条  任 命 権 者 は 、 定 年 に 達 し た 職 員 が

第 2条 の 規 定 に よ り 退 職 す べ き こ と と な

る 場 合 に お い て 、 次 の 各 号 の い ず れ か

に 該 当 す る と 認 め る 場 合 は 、 そ の 職 員

に ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ 係 る 定 年

退 職 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 1年 を 超 え な

い 範 囲 内 で 期 限 を 定 め 、 そ の 職 員 を 当

該 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ 職

務 に 従 事 さ せ る た め 引 き 続 い て 勤 務 さ

せ る こ と が で き る 。 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

第 4条  任 命 権 者 は 、 定 年 に 達 し た 職 員 が

第 2条 の 規 定 に よ り 退 職 す べ き こ と と な

る 場 合 に お い て 、 次 に 掲 げ る 事 由 が あ

る ＿ ＿ ＿ ＿ と 認 め る 場 合 は 、 同 条 の 規

定 に か か わ ら ず 、 当 該 職 員 に 係 る 定 年

退 職 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 1年 を 超 え な

い 範 囲 内 で 期 限 を 定 め 、 当 該 職 員 を 当

該 定 年 退 職 日 に お い て 従 事 し て い る 職

務 に 従 事 さ せ る た め 、 引 き 続 き 勤 務 さ

せ る こ と が で き る 。 た だ し 、 第 9条 の 規

定 に よ り 異 動 期 間 (第 9条 第 1項 に 規 定 す

る 異 動 期 間 を い う 。 以 下 こ の 項 及 び 次

項 に お い て 同 じ 。 )(第 9条 第 1項 又 は 第 2

項 の 規 定 に よ り 延 長 さ れ た 異 動 期 間 を

含 む 。 )を 延 長 し た 職 員 で あ っ て 、 定 年



2 

 

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿  

退 職 日 に お い て 管 理 監 督 職 (第 6条 に 規

定 す る 職 を い う 。 以 下 こ の 条 及 び 次 章

に お い て 同 じ 。 )を 占 め て い る 職 員 に つ

い て は 、 第 9条 第 1項 又 は 第 2項 の 規 定 に

よ り 当 該 異 動 期 間 を 延 長 し た 場 合 で あ

っ て 、 引 き 続 き 勤 務 さ せ る こ と に つ い

て 町 長 の 承 認 を 得 た と き に 限 る も の と

し 、 当 該 期 限 は 、 当 該 職 員 が 占 め て い

る 管 理 監 督 職 に 係 る 異 動 期 間 の 末 日 の

翌 日 か ら 起 算 し て 3年 を 超 え る こ と が で

き な い 。  

(1) 当 該 職 務 が 高 度 の 知 識 、 技 能 又 は

経 験 を 必 要 と す る も の で あ る た め 、

そ の 職 員 の 退 職 に よ り ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ 公 務 の

運 営 に 著 し い 支 障 が 生 ず る と き 。  

(1) 当 該 職 務 が 高 度 の 知 識 、 技 能 又 は

経 験 を 必 要 と す る も の で あ る た め 、

当 該 職 員 の 退 職 に よ り 生 ず る 欠 員 を

容 易 に 補 充 す る こ と が で き ず 公 務 の

運 営 に 著 し い 支 障 が 生 ず る こ と 。  

(2) 当 該 職 務 に 係 る 勤 務 環 境 そ の 他 の

勤 務 条 件 に 特 殊 性 が あ る た め 、 そ の

職 員 の 退 職 に よ る 欠 員 を 容 易 に 補 充

す る こ と が で き な い と き ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ 。  

(2) 当 該 職 務 に 係 る 勤 務 環 境 そ の 他 の

勤 務 条 件 に 特 殊 性 が あ る た め 、 当 該

職 員 の 退 職 に よ る 欠 員 を 容 易 に 補 充

す る こ と が で き ず 公 務 の 運 営 に 著 し

い 支 障 が 生 ず る こ と 。  

(3) 当 該 職 務 を 担 当 す る 者 の 交 替 が そ

の 業 務 の 遂 行 上 重 大 な 障 害 と な る 特

別 の 事 情 が あ る た め 、 そ の 職 員 の 退

職 に よ り 公 務 の 運 営 に 著 し い 支 障 が

生 ず る と き 。  

(3) 当 該 職 務 を 担 当 す る 者 の 交 替 が 当

該 業 務 の 遂 行 上 重 大 な 障 害 と な る 特

別 の 事 情 が あ る た め 、 当 該 職 員 の 退

職 に よ り 公 務 の 運 営 に 著 し い 支 障 が

生 ず る こ と 。  

2 任 命 権 者 は 、 前 項 の 期 限 又 は こ の 項 の

規 定 に よ り 延 長 さ れ た 期 限 が 到 来 す る

場 合 に お い て 、 前 項 の 事 由 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

が 引 き 続 き 存 す る と 認 め る と き は 、 ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ 1年 を 超

え な い 範 囲 内 で 期 限 を 延 長 す る こ と が

で き る 。 た だ し 、 そ の 期 限 は 、 そ の 職

員 に 係 る 定 年 退 職 日 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ の 翌 日 か ら 起 算 し て 3年 を 超 え

る こ と が で き な い 。  

2 任 命 権 者 は 、 前 項 の 期 限 又 は こ の 項 の

規 定 に よ り 延 長 さ れ た 期 限 が 到 来 す る

場 合 に お い て 、 前 項 各 号 に 掲 げ る 事 由

が 引 き 続 き あ る ＿ と 認 め る と き は 、 こ

れ ら の 期 限 の 翌 日 か ら 起 算 し て 1年 を 超

え な い 範 囲 内 で 期 限 を 延 長 す る こ と が

で き る 。 た だ し 、 当 該 期 限 は 、 当 該 職

員 に 係 る 定 年 退 職 日 (同 項 た だ し 書 に 規

定 す る 職 員 に あ っ て は 、 当 該 職 員 が 占

め て い る 管 理 監 督 職 に 係 る 異 動 期 間 の

末 日 )の 翌 日 か ら 起 算 し て 3年 を 超 え る

こ と が で き な い 。  

3  任 命 権 者 は 、 第 1項 の 規 定 に よ り 職 員

を 引 き 続 い て 勤 務 さ せ る 場 合 又 は 前 項

の 規 定 に よ り 期 限 を 延 長 す る 場 合 に

は 、 当 該 職 員 の 同 意 を 得 な け れ ば な ら

3 任 命 権 者 は 、 第 1項 の 規 定 に よ り 職 員

を 引 き 続 き ＿ 勤 務 さ せ る 場 合 又 は 前 項

の 規 定 に よ り 期 限 を 延 長 す る 場 合 に

は 、 当 該 職 員 の 同 意 を 得 な け れ ば な ら
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な い 。  な い 。  

4 任 命 権 者 は ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ 、 第 1項 の 期 限 又 は 第 2項 の 規

定 に よ り 延 長 さ れ た 期 限 が 到 来 す る 前

に 第 1項 の 事 由 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ が 存 し な く な

つ た と 認 め る と き は 、 当 該 職 員 の 同 意

を 得 て 、 期 日 を 定 め て そ の 期 限 を 繰 り

上 げ て 退 職 さ せ る こ と が で き る 。  

4  任 命 権 者 は 、 第 1項 の 規 定 に よ り 引 き

続 き 勤 務 す る こ と と さ れ た 職 員 及 び 第 2

項 の 規 定 に よ り 期 限 が 延 長 さ れ た 職 員

に つ い て 、 第 1項 の 期 限 又 は 第 2項 の 規

定 に よ り 延 長 さ れ た 期 限 が 到 来 す る 前

に 第 1項 各 号 に 掲 げ る 事 由 が な く な っ た

＿ ＿ と 認 め る と き は 、 当 該 職 員 の 同 意

を 得 て 、 期 日 を 定 め て 当 該 期 限 を 繰 り

上 げ る も の と す る ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ 。  

第 5条  (略 ) 第 5条  (略 ) 

(加 え る ) 第 3章  管 理 監 督 職 勤 務 上 限 年 齢 制  

 (管 理 監 督 職 勤 務 上 限 年 齢 制 の 対 象 と な

る 管 理 監 督 職 ) 

 第 6条  法 第 28条 の 2第 1項 に 規 定 す る 条 例

で 定 め る 職 は 、 寒 川 町 一 般 職 の 職 員 の

給 与 に 関 す る 条 例 (昭 和 29年 寒 川 町 条 例

第 4号 )第 16条 第 1項 に 規 定 す る 管 理 職 手

当 の 支 給 を 受 け る 職 員 の 職 と す る 。  

 (管 理 監 督 職 勤 務 上 限 年 齢 ) 

 第 7条  法 第 28条 の 2第 1項 に 規 定 す る 管 理

監 督 職 勤 務 上 限 年 齢 は 、 年 齢 60年 と す

る 。  

 (他 の 職 へ の 降 任 等 を 行 う に 当 た っ て 遵

守 す べ き 基 準 ) 

 第 8条  任 命 権 者 は 、 法 第 28条 の 2第 4項 に

規 定 す る 他 の 職 へ の 降 任 等 (以 下 こ の 章

に お い て 「 他 の 職 へ の 降 任 等 」 と い

う 。 )を 行 う に 当 た っ て は 、 法 第 13条 、

第 15条 、 第 23条 の 3、 第 27条 第 1項 及 び

第 56条 に 定 め る も の の ほ か 、 次 に 掲 げ

る 基 準 を 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。  

 (1) 当 該 職 員 の 人 事 評 価 の 結 果 又 は 勤

務 の 状 況 及 び 職 務 経 験 等 に 基 づ き 、

降 任 又 は 転 任 (降 給 を 伴 う 転 任 に 限

る 。 )(以 下 こ の 条 及 び 第 10条 に お い

て 「 降 任 等 」 と い う 。 )を し よ う と す

る 職 の 属 す る 職 制 上 の 段 階 の 標 準 的

な 職 に 係 る 法 第 15条 の 2第 1項 第 5号 に

規 定 す る 標 準 職 務 遂 行 能 力 (次 条 第 3

項 に お い て 「 標 準 職 務 遂 行 能 力 」 と

い う 。 )及 び 当 該 降 任 等 を し よ う と す



4 

 

る 職 に つ い て の 適 性 を 有 す る と 認 め

ら れ る 職 に 、 降 任 等 を す る こ と 。  

 (2) 人 事 の 計 画 そ の 他 の 事 情 を 考 慮 し

た 上 で 、 管 理 監 督 職 以 外 の 職 の う ち

で き る 限 り 上 位 の 職 制 上 の 段 階 に 属

す る 職 に 、 降 任 等 を す る こ と 。  

 (3) 当 該 職 員 の 他 の 職 へ の 降 任 等 を す

る 際 に 、 当 該 職 員 が 占 め て い た 管 理

監 督 職 が 属 す る 職 制 上 の 段 階 よ り 上

位 の 職 制 上 の 段 階 に 属 す る 管 理 監 督

職 を 占 め る 職 員 (以 下 こ の 号 に お い て

「 上 位 職 職 員 」 と い う 。 )の 他 の 職 へ

の 降 任 等 も す る 場 合 に は 、 第 1号 に 掲

げ る 基 準 に 従 っ た 上 で の 状 況 そ の 他

の 事 情 を 考 慮 し て や む を 得 な い と 認

め ら れ る 場 合 を 除 き 、 上 位 職 職 員 の

降 任 等 を し た 職 が 属 す る 職 制 上 の 段

階 と 同 じ 職 制 上 の 段 階 又 は 当 該 職 制

上 の 段 階 よ り 下 位 の 職 制 上 の 段 階 に

属 す る 職 に 、 降 任 等 を す る こ と 。  

 (管 理 監 督 職 勤 務 上 限 年 齢 に よ る 降 任 等

及 び 管 理 監 督 職 へ の 任 用 の 制 限 の 特 例 ) 

 第 9条  任 命 権 者 は 、 他 の 職 へ の 降 任 等 を

す べ き 管 理 監 督 職 を 占 め る 職 員 に つ い

て 、 次 に 掲 げ る 事 由 が あ る と 認 め る と

き は 、 当 該 職 員 が 占 め る 管 理 監 督 職 に

係 る 異 動 期 間 (当 該 管 理 監 督 職 に 係 る 管

理 監 督 職 勤 務 上 限 年 齢 に 達 し た 日 の 翌

日 か ら 同 日 以 後 に お け る 最 初 の 4月 1日

ま で の 間 を い う 。 以 下 こ の 章 に お い て

同 じ 。 )の 末 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 1年

を 超 え な い 期 間 内 (当 該 期 間 内 に 定 年 退

職 日 が あ る 職 員 に あ っ て は 、 当 該 異 動

期 間 の 末 日 の 翌 日 か ら 定 年 退 職 日 ま で

の 期 間 内 。 第 3項 に お い て 同 じ 。 )で 当

該 異 動 期 間 を 延 長 し 、 引 き 続 き 当 該 管

理 監 督 職 を 占 め る 職 員 に 、 当 該 管 理 監

督 職 を 占 め た ま ま 勤 務 を さ せ る こ と が

で き る 。  

 (1) 当 該 職 務 が 高 度 の 知 識 、 技 能 又 は

経 験 を 必 要 と す る も の で あ る た め 、

当 該 職 員 の 他 の 職 へ の 降 任 等 に よ り
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生 ず る 欠 員 を 容 易 に 補 充 す る こ と が

で き ず 公 務 の 運 営 に 著 し い 支 障 が 生

ず る こ と 。  

 (2) 当 該 職 務 に 係 る 勤 務 環 境 そ の 他 の

勤 務 条 件 に 特 殊 性 が あ る た め 、 当 該

職 員 の 他 の 職 へ の 降 任 等 に よ る 欠 員

を 容 易 に 補 充 す る こ と が で き ず 公 務

の 運 営 に 著 し い 支 障 が 生 ず る こ と 。  

 (3) 当 該 職 務 を 担 当 す る 者 の 交 替 が 当

該 業 務 の 遂 行 上 重 大 な 障 害 と な る 特

別 の 事 情 が あ る た め 、 当 該 職 員 の 他

の 職 へ の 降 任 等 に よ り 公 務 の 運 営 に

著 し い 支 障 が 生 ず る こ と 。  

 2 任 命 権 者 は 、 前 項 又 は こ の 項 の 規 定 に

よ り 異 動 期 間 (こ れ ら の 規 定 に よ り 延 長

さ れ た 期 間 を 含 む 。 )が 延 長 さ れ た 管 理

監 督 職 を 占 め る 職 員 に つ い て 、 前 項 各

号 に 掲 げ る 事 由 が 引 き 続 き あ る と 認 め

る と き は 、 延 長 さ れ た 当 該 異 動 期 間 の

末 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 1年 を 超 え な い

期 間 内 (当 該 期 間 内 に 定 年 退 職 日 が あ る

職 員 に あ っ て は 、 延 長 さ れ た 当 該 異 動

期 間 の 末 日 の 翌 日 か ら 定 年 退 職 日 ま で

の 期 間 内 。 第 4項 に お い て 同 じ 。 )で 延

長 さ れ た 当 該 異 動 期 間 を 更 に 延 長 す る

こ と が で き る 。 た だ し 、 更 に 延 長 さ れ

る 当 該 異 動 期 間 の 末 日 は 、 当 該 職 員 が

占 め る 管 理 監 督 職 に 係 る 異 動 期 間 の 末

日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 3年 を 超 え る こ と

が で き な い 。  

 3  任 命 権 者 は 、 第 1項 の 規 定 に よ り 異 動

期 間 を 延 長 す る こ と が で き る 場 合 を 除

き 、 他 の 職 へ の 降 任 等 を す べ き 特 定 管

理 監 督 職 群 (職 務 の 内 容 が 相 互 に 類 似 す

る 複 数 の 管 理 監 督 職 で あ っ て 、 こ れ ら

の 欠 員 を 容 易 に 補 充 す る こ と が で き な

い 年 齢 別 構 成 そ の 他 の 特 別 の 事 情 が あ

る 管 理 監 督 職 と し て 規 則 で 定 め る 管 理

監 督 職 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同

じ 。 )に 属 す る 管 理 監 督 職 を 占 め る 職 員

に つ い て 、 当 該 特 定 管 理 監 督 職 群 に 属

す る 管 理 監 督 職 の 属 す る 職 制 上 の 段 階
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の 標 準 的 な 職 に 係 る 標 準 職 務 遂 行 能 力

及 び 当 該 管 理 監 督 職 に つ い て の 適 性 を

有 す る と 認 め ら れ る 職 員 (当 該 管 理 監 督

職 に 係 る 管 理 監 督 職 勤 務 上 限 年 齢 に 達

し た 職 員 を 除 く 。 )の 数 が 当 該 管 理 監 督

職 の 数 に 満 た な い 等 の 事 情 が あ る た

め 、 当 該 職 員 の 他 の 職 へ の 降 任 等 に よ

り 当 該 管 理 監 督 職 に 生 ず る 欠 員 を 容 易

に 補 充 す る こ と が で き ず 業 務 の 遂 行 に

重 大 な 障 害 が 生 ず る と 認 め る と き は 、

当 該 職 員 が 占 め る 管 理 監 督 職 に 係 る 異

動 期 間 の 末 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 1年 を

超 え な い 期 間 内 で 当 該 異 動 期 間 を 延 長

し 、 引 き 続 き 当 該 管 理 監 督 職 を 占 め て

い る 職 員 に 当 該 管 理 監 督 職 を 占 め た ま

ま 勤 務 を さ せ 、 又 は 当 該 職 員 を 当 該 管

理 監 督 職 が 属 す る 特 定 管 理 監 督 職 群 の

他 の 管 理 監 督 職 に 降 任 し 、 若 し く は 転

任 す る こ と が で き る 。  

 4 任 命 権 者 は 、 第 1項 若 し く は 第 2項 の 規

定 に よ り 異 動 期 間 (こ れ ら の 規 定 に よ り

延 長 さ れ た 期 間 を 含 む 。 )が 延 長 さ れ た

管 理 監 督 職 を 占 め る 職 員 に つ い て 前 項

に 規 定 す る 事 由 が あ る と 認 め る と き (第

2項 の 規 定 に よ り 延 長 さ れ た 当 該 異 動 期

間 を 更 に 延 長 す る こ と が で き る と き を

除 く 。 )、 又 は 前 項 若 し く は こ の 項 の 規

定 に よ り 異 動 期 間 (前 3項 又 は こ の 項 の

規 定 に よ り 延 長 さ れ た 期 間 を 含 む 。 )が

延 長 さ れ た 管 理 監 督 職 を 占 め る 職 員 に

つ い て 前 項 に 規 定 す る 事 由 が 引 き 続 き

あ る と 認 め る と き は 、 延 長 さ れ た 当 該

異 動 期 間 の 末 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 1年

を 超 え な い 期 間 内 で 延 長 さ れ た 当 該 異

動 期 間 を 更 に 延 長 す る こ と が で き る 。  

 (異 動 期 間 の 延 長 等 に 係 る 職 員 の 同 意 ) 

 第 10条  任 命 権 者 は 、 前 条 の 規 定 に よ り

異 動 期 間 を 延 長 す る 場 合 及 び 同 条 第 3項

の 規 定 に よ り 他 の 管 理 監 督 職 に 降 任 等

を す る 場 合 に は 、 あ ら か じ め 職 員 の 同

意 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

 (異 動 期 間 の 延 長 事 由 が 消 滅 し た 場 合 の
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措 置 ) 

 第 11条  任 命 権 者 は 、 第 9条 の 規 定 に よ り

異 動 期 間 を 延 長 し た 場 合 に お い て 、 当

該 異 動 期 間 の 末 日 の 到 来 前 に 当 該 異 動

期 間 の 延 長 の 事 由 が 消 滅 し た と き は 、

他 の 職 へ の 降 任 等 を す る も の と す る 。  

 第 4章  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 制  

 (定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 の 任 用 ) 

 第 12条  任 命 権 者 は 、 年 齢 60年 に 達 し た

日 以 後 に 退 職 (臨 時 的 に 任 用 さ れ る 職 員

そ の 他 の 法 令 に よ り 任 期 を 定 め て 任 用

さ れ る 職 員 及 び 非 常 勤 職 員 が 退 職 す る

場 合 を 除 く 。 )を し た 者 (以 下 こ の 条 及

び 次 条 に お い て 「 年 齢 60 年 以 上 退 職

者 」 と い う 。 )を 、 従 前 の 勤 務 実 績 そ の

他 の 規 則 で 定 め る 情 報 に 基 づ く 選 考 に

よ り 、 短 時 間 勤 務 の 職 (当 該 職 を 占 め る

職 員 の 1週 間 当 た り の 通 常 の 勤 務 時 間

が 、 常 時 勤 務 を 要 す る 職 で そ の 職 務 が

当 該 短 時 間 勤 務 の 職 と 同 種 の 職 を 占 め

る 職 員 の 1週 間 当 た り の 通 常 の 勤 務 時 間

に 比 し 短 い 時 間 で あ る 職 を い う 。 以 下

こ の 条 及 び 次 条 に お い て 同 じ 。 )に 採 用

す る こ と が で き る 。 た だ し 、 年 齢 60年

以 上 退 職 者 が そ の 者 を 採 用 し よ う と す

る 短 時 間 勤 務 の 職 に 係 る 定 年 退 職 日 相

当 日 (短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る 職 員 が 、

常 時 勤 務 を 要 す る 職 で そ の 職 務 が 当 該

短 時 間 勤 務 の 職 と 同 種 の 職 を 占 め て い

る も の と し た 場 合 に お け る 定 年 退 職 日

を い う 。 )を 経 過 し た 者 で あ る と き は 、

こ の 限 り で な い 。  

 第 13条  任 命 権 者 は 、 前 条 本 文 の 規 定 に

よ る ほ か 、 組 合 (町 が 加 入 す る 地 方 公 共

団 体 の 組 合 を い う 。 )の 年 齢 60年 以 上 退

職 者 を 、 従 前 の 勤 務 実 績 そ の 他 の 規 則

で 定 め る 情 報 に 基 づ く 選 考 に よ り 、 短

時 間 勤 務 の 職 に 採 用 す る こ と が で き

る 。  

 2 前 項 の 場 合 に お い て は 、 前 条 た だ し 書

の 規 定 を 準 用 す る 。  

(加 え る ) 第 5章  雑 則  



8 

 

(委 任 ) (委 任 ) 

第 6条 _ (略 ) 第 14条  (略 ) 

(制 定 附 則 ) (制 定 附 則 ) 

附  則  附  則  

1・ 2 (略 ) 1・ 2 (略 ) 

(加 え る ) (定 年 に 関 す る 経 過 措 置 ) 

 3 令 和 5年 4月 1日 か ら 令 和 13年 3月 31日 ま

で の 間 に お け る 第 3条 の 規 定 の 適 用 に つ

い て は 、 次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 期 間 の

区 分 に 応 じ 、 同 条 中 「 65年 」 と あ る の

は そ れ ぞ れ 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 字 句 と

す る 。  

 
令 和 5年 4月 1日 か ら 令 和 7年 3月

31日 ま で  

61年  

令 和 7年 4月 1日 か ら 令 和 9年 3月

31日 ま で  

62年  

令 和 9年 4月 1日 か ら 令 和 11年 3月

31日 ま で  

63年  

令 和 11年 4月 1日 か ら 令 和 13年 3

月 31日 ま で  

64年  

 

 (情 報 の 提 供 及 び 勤 務 の 意 思 の 確 認 ) 

 4  任 命 権 者 は 、 当 分 の 間 、 職 員 (臨 時 的

に 任 用 さ れ る 職 員 そ の 他 の 法 令 に よ り

任 期 を 定 め て 任 用 さ れ る 職 員 及 び 非 常

勤 職 員 を 除 く 。 以 下 こ の 項 に お い て 同

じ 。 )が 年 齢 60年 に 達 す る 日 の 属 す る 年

度 の 前 年 度 (以 下 こ の 項 に お い て 「 情 報

の 提 供 及 び 勤 務 の 意 思 の 確 認 を 行 う べ

き 年 度 」 と い う 。 )(情 報 の 提 供 及 び 勤

務 の 意 思 の 確 認 を 行 う べ き 年 度 に 職 員

で な か っ た 者 で 、 当 該 情 報 の 提 供 及 び

勤 務 の 意 思 の 確 認 を 行 う べ き 年 度 の 末

日 後 に 採 用 さ れ た 職 員 (異 動 等 に よ り 情

報 の 提 供 及 び 勤 務 の 意 思 の 確 認 を 行 う

べ き 年 度 の 末 日 を 経 過 す る こ と と な っ

た 職 員 (以 下 こ の 項 に お い て 「 末 日 経 過

職 員 」 と い う 。 ) を 除 く 。 ) に あ っ て

は 、 当 該 職 員 が 採 用 さ れ た 日 か ら 同 日

の 属 す る 年 度 の 末 日 ま で の 期 間 、 末 日
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経 過 職 員 に あ っ て は 、 当 該 職 員 の 異 動

等 の 日 が 属 す る 年 度 (当 該 日 が 年 度 の 初

日 で あ る 場 合 は 、 当 該 年 度 の 前 年 度 ))

に お い て 、 当 該 職 員 に 対 し 、 当 該 職 員

が 年 齢 60年 に 達 す る 日 以 後 に 適 用 さ れ

る 任 用 及 び 給 与 に 関 す る 措 置 の 内 容 そ

の 他 の 必 要 な 情 報 を 提 供 す る も の と す

る と と も に 、 同 日 の 翌 日 以 後 に お け る

勤 務 の 意 思 を 確 認 す る よ う 努 め る も の

と す る 。  

 

 

 

(第 2条 関 係 )寒 川 町 公 益 的 法 人 等 へ の 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 条 例 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

第 1条  (略 ) 第 1条  (略 ) 

(職 員 の 派 遣 ) (職 員 の 派 遣 ) 

第 2条  (略 ) 第 2条  (略 ) 

2 法 第 2条 第 1項 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る

職 員 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 と す る 。  

2 法 第 2条 第 1項 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る

職 員 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 と す る 。  

(1) 臨 時 的 に 任 用 さ れ る 職 員 そ の 他 の

法 律 に よ り 任 期 を 定 め て 任 用 さ れ る

職 員 (地 方 公 務 員 法 (昭 和 25年 法 律 第

261号 )第 28条 の 4第 1項 、 第 28条 の 5第

1項 又 は 第 28条 の 6第 1項 若 し く は 第 2

項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 を 除

く 。 ) 

(1) 臨 時 的 に 任 用 さ れ る 職 員 そ の 他 の

法 令 に よ り 任 期 を 定 め て 任 用 さ れ る

職 員 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿  

(2)  非 常 勤 職 員 (地 方 公 務 員 法 第 28条

の 5第 1項 及 び 第 28条 の 6第 2項 に 規 定

す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る 職 員 を

除 く 。  

(2) 非 常 勤 職 員 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿  

(3) 地 方 公 務 員 法          

 第 2 2条 に 規 定 す る 条 件 付 採 用 に な

っ て い る 職 員 （ 規 則 で 定 め る 職 員 を

除 く 。 ）  

(3) 地 方 公 務 員 法 (昭 和 25年 法 律 第 261

号 )第 22条 に 規 定 す る 条 件 付 採 用 に な

っ て い る 職 員 （ 規 則 で 定 め る 職 員 を

除 く 。 ）  

(4) 寒 川 町 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例

(昭 和 59年 条 例 第 22号    )第 4条 第

1項 の 規 定 に よ り 引 き 続 い て 勤 務 さ せ

る こ と と さ れ 、 又 は 同 条 第 2項 の 規 定

に よ り 期 限 を 延 長 す る こ と と さ れ て

い る 職 員  

(4) 寒 川 町 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例

(昭 和 59年 寒 川 町 条 例 第 22号 )第 4条 第

1項 の 規 定 に よ り 引 き 続 い て 勤 務 さ せ

る こ と と さ れ 、 又 は 同 条 第 2項 の 規 定

に よ り 期 限 を 延 長 す る こ と と さ れ て

い る 職 員  
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(加 え る ) (5) 寒 川 町 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例

第 9条 の 規 定 に よ り 異 動 期 間 (同 条 の

規 定 に よ り 延 長 さ れ た 期 間 を 含 む 。 )

を 延 長 さ れ た 管 理 監 督 職 を 占 め る 職

員  

(5) (略 ) (6) (略 ) 

3 (略 ) 3 (略 ) 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(職 務 に 復 帰 し た 職 員 に 関 す る 一 般 職 の

職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 特 例 ) 

(職 務 に 復 帰 し た 職 員 に 関 す る 一 般 職 の

職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 特 例 ) 

第 5条  職 員 派 遣 後 職 務 に 復 帰 し た 職 員 に

関 す る 寒 川 町 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関

す る 条 例 (昭 和 29年 条 例 第 4号    )第

19条 第 1項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 派

遣 先 団 体 に お い て 就 い て い た 業 務 (当 該

業 務 に 係 る 労 働 者 災 害 補 償 保 険 法 (昭 和

22年 法 律 第 50号 )第 7条 第 2項 に 規 定 す る

通 勤 を 含 む 。 第 8条 に お い て 同 じ 。 )を

公 務 と み な す 。  

第 5条  職 員 派 遣 後 職 務 に 復 帰 し た 職 員 に

関 す る 寒 川 町 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関

す る 条 例 (昭 和 29年 寒 川 町 条 例 第 4号 )第

19条 第 1項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 派

遣 先 団 体 に お い て 就 い て い た 業 務 (当 該

業 務 に 係 る 労 働 者 災 害 補 償 保 険 法 (昭 和

22年 法 律 第 50号 )第 7条 第 2項 に 規 定 す る

通 勤 を 含 む 。 第 8条 に お い て 同 じ 。 )を

公 務 と み な す 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

 

 

 

(第 3条 関 係 )寒 川 町 人 事 行 政 の 運 営 等 の 状 況 の 公 表 に 関 す る 条 例 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(報 告 事 項 ) (報 告 事 項 ) 

第 3条  前 条 の 規 定 に よ り 人 事 行 政 の 運 営

等 の 状 況 に 関 し 、 任 命 権 者 が 報 告 し な

け れ ば な ら な い 事 項 は 、 職 員 (臨 時 的 に

任 用 さ れ た 職 員 及 び 非 常 勤 職 員 (地 方 公

務 員 法 第 22条 の 2第 1項 第 2号 に 掲 げ る 職

員 及 び 同 法 第 28条 の 5第 1項 に 規 定 す る

短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る 職 員 を 除 く 。 )

を 除 く 。 以 下 同 じ 。 )に 係 る 次 に 掲 げ る

事 項 と す る 。  

第 3条  前 条 の 規 定 に よ り 人 事 行 政 の 運 営

等 の 状 況 に 関 し 、 任 命 権 者 が 報 告 し な

け れ ば な ら な い 事 項 は 、 職 員 (臨 時 的 に

任 用 さ れ た 職 員 及 び 非 常 勤 職 員 (地 方 公

務 員 法 第 22条 の 2第 1項 第 2号 に 掲 げ る 職

員 及 び 同 法 第 22条 の 4第 1項 に 規 定 す る

短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る 職 員 を 除 く 。 )

を 除 く 。 以 下 同 じ 。 )に 係 る 次 に 掲 げ る

事 項 と す る 。  

(1)～ (9) (略 ) (1)～ (9) (略 ) 

～ 略 ～  ～ 略 ～  
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(第 4条 関 係 )寒 川 町 職 員 の 分 限 に 関 す る 手 続 及 び 効 果 に 関 す る 条 例 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

寒 川 町 職 員 の 分 限 に 関 す る 手 続 及

び 効 果 に 関 す る 条 例  

寒 川 町 職 員 の 分 限 に 関 す る 条 例 ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿  

(趣 旨 ) (趣 旨 ) 

第 1条  こ の 条 例 は 、 地 方 公 務 員 法 (昭 和

25 年 法 律 第 261 号 。 以 下 「 法 」 と い

う 。 )＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ _第 28条 第 3項 及

び 第 4項 の 規 定 に よ り ＿ 、 職 員 の 意 に 反

す る 降 任 、 免 職 及 び 休 職 の 手 続 及 び 効

果 並 び に 職 員 の 失 職 の 例 外 に 関 し 必 要

な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

第 1条  こ の 条 例 は 、 地 方 公 務 員 法 (昭 和

25 年 法 律 第 261 号 。 以 下 「 法 」 と い

う 。 )第 27条 第 2項 並 び に 第 28条 第 3項 及

び 第 4項 の 規 定 に 基 づ き 、 職 員 の 意 に 反

す る 降 任 、 免 職 、 休 職 、 降 給 及 び ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ 職 員 の 失 職 の 例 外 に 関 し 必 要

な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

(加 え る ) (降 給 の 種 類 ) 

 第 2条  降 給 の 種 類 は 、 降 格 (職 員 の 意 に

反 し て 、 当 該 職 員 の 職 務 の 級 を 同 一 の

給 料 表 (寒 川 町 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関

す る 条 例 (昭 和 29年 寒 川 町 条 例 第 4号 。

以 下 「 給 与 条 例 」 と い う 。 )第 4条 の 行

政 職 給 料 表 を い う 。 )の 下 位 の 職 務 の 級

に 変 更 す る こ と を い う 。 以 下 同 じ 。 )及

び 降 号 (職 員 の 意 に 反 し て 、 当 該 職 員 の

号 給 を 同 一 の 職 務 の 級 の 下 位 の 号 級 に

変 更 す る こ と を い う 。 以 下 同 じ 。 )並 び

に 法 第 28条 の 2第 1項 に 規 定 す る 降 給 (同

項 本 文 の 規 定 に よ る 他 の 職 へ の 転 任 に

よ り 現 に 属 す る 職 務 の 級 よ り 同 一 の 給

料 表 の 下 位 の 職 務 の 級 に 分 類 さ れ て い

る 職 務 を 遂 行 す る こ と と な っ た 場 合 に

お い て 、 降 格 す る こ と を い う 。 )と す

る 。  

 (降 格 の 事 由 ) 

 第 3条  任 命 権 者 は 、 職 員 が 降 任 に よ り 現

に 属 す る 職 務 の 級 よ り 同 一 の 給 料 表 の

下 位 の 職 務 の 級 に 分 類 さ れ て い る 職 務

を 遂 行 す る こ と と な っ た 場 合 の ほ か 、

次 の 各 号 の い ず れ か に 掲 げ る 事 由 に 該

当 し 、 必 要 が あ る と 認 め る 場 合 は 、 当

該 職 員 を 降 格 す る も の と す る 。 こ の 場

合 に お い て 、 第 2号 の 規 定 に よ り 職 員 の

う ち い ず れ を 降 格 す る か は 、 任 命 権 者

が 、 勤 務 成 績 、 勤 務 年 数 そ の 他 の 事 実
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に 基 づ き 、 公 正 に 判 断 し て 決 定 す る も

の と す る 。  

 (1) 次 に 掲 げ る 事 由 の い ず れ か に 該 当

す る 場 合 (職 員 が 降 任 さ れ た 場 合 を 除

く 。 ) 

 ア  職 員 の 人 事 評 価 が 最 下 位 の 段 階

で あ る 場 合 そ の 他 勤 務 の 状 況 を 示

す 事 実 に 基 づ き 勤 務 実 績 が よ く な

い と 認 め ら れ る 場 合 に お い て 、 指

導 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 行 っ た に

も か か わ ら ず 、 な お 勤 務 実 績 が よ

く な い 状 態 が 改 善 さ れ な い と き で

あ っ て 、 当 該 職 員 が そ の 職 務 の 級

に 分 類 さ れ て い る 職 務 を 遂 行 す る

こ と が 困 難 で あ る と 認 め ら れ る と

き 。  

 イ  任 命 権 者 が 指 定 す る 医 師 2名 に よ

っ て 、 心 身 の 故 障 が あ る と 診 断 さ

れ 、 そ の 故 障 の た め 職 務 の 遂 行 に

支 障 が あ り 、 又 は こ れ に 堪 え な い

こ と が 明 ら か な 場 合  

 ウ  職 員 が そ の 職 務 の 級 に 分 類 さ れ

て い る 職 務 を 遂 行 す る こ と に つ い

て の 適 格 性 を 判 断 す る に 足 り る と

認 め ら れ る 事 実 に 基 づ き 、 当 該 適

格 性 を 欠 く と 認 め ら れ る 場 合 に お

い て 、 指 導 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を

行 っ た に も か か わ ら ず 、 当 該 適 格

性 を 欠 く 状 態 が な お 改 善 さ れ な い

と き 。 (ア 及 び イ に 掲 げ る 場 合 を 除

く 。 ) 

 (2) 職 制 若 し く は 定 数 の 改 廃 又 は 予 算

の 減 少 に よ り 職 員 の 属 す る 職 務 の 級

の 職 の 数 に 不 足 が 生 じ た 場 合  

 (降 号 の 事 由 ) 

 第 4条  任 命 権 者 は 、 職 員 の 人 事 評 価 が 最

下 位 の 段 階 で あ る 場 合 そ の 他 勤 務 の 状

況 を 示 す 事 実 に 基 づ き 勤 務 実 績 が よ く

な い と 認 め ら れ る 場 合 で あ り 、 か つ 、

当 該 職 員 が そ の 職 務 の 級 に 分 類 さ れ て

い る 職 務 を 遂 行 す る こ と が 可 能 で あ る
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と 認 め ら れ る 場 合 で あ っ て 、 指 導 そ の

他 の 必 要 な 措 置 を 行 っ た に も か か わ ら

ず 、 な お 、 勤 務 実 績 が よ く な い 状 態 が

改 善 さ れ な い 場 合 に お い て 、 必 要 が あ

る と 認 め る と き は 、 当 該 職 員 を 降 号 す

る も の と す る 。  

(降 任 、 免 職 及 び 休 職 の 手 続 ) (降 任 、 免 職 及 び 休 職 の 手 続 ) 

第 2条  任 命 権 者 は 、 法 第 28条 第 1項 第 2号

の 規 定 に 該 当 す る も の と し て 職 員 を 降

任 し 、 若 し く は 免 職 す る 場 合 又 は 同 条

第 2項 第 1号 の 規 定 に 該 当 す る も の と し

て 職 員 を 休 職 す る 場 合 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ に お い て 、 医 師 2名 を 指 定 し て あ ら

か じ め 診 断 を 行 わ せ な け れ ば な ら な

い 。  

第 5条  任 命 権 者 は 、 法 第 28条 第 1項 第 2号

の 規 定 に 該 当 す る も の と し て 職 員 を 降

任 し 、 若 し く は 免 職 す る 場 合 、 ＿ 同 条

第 2項 第 1号 の 規 定 に 該 当 す る も の と し

て 職 員 を 休 職 す る 場 合 又 は 第 3条 第 1号

イ に 該 当 す る も の と し て 職 員 を 降 格 す

る 場 合 に お い て 、 医 師 2名 を 指 定 し て あ

ら か じ め 診 断 を 行 わ せ な け れ ば な ら な

い 。  

2 職 員 の 意 に 反 す る 降 任 若 し く は 免 職 又

は 休 職 の 処 分 は 、 そ の 旨 を 記 載 し た 書

面 を 当 該 職 員 に 交 付 し て 行 わ な け れ ば

な ら な い 。  

2 職 員 の 意 に 反 す る 降 任 、 免 職 、 休 職 又

は 降 給 の 処 分 は 、 そ の 旨 を 記 載 し た 書

面 を 当 該 職 員 に 交 付 し て 行 わ な け れ ば

な ら な い 。  

(休 職 の 効 果 ) (休 職 の 効 果 ) 

第 3条  (略 ) 第 6条  (略 ) 

第 4条  (略 ) 第 7条  (略 ) 

2 休 職 者 は 、 休 職 の 期 間 中 別 に 寒 川 町 一

般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 (昭 和 29

年 寒 川 町 条 例 第 4号 )で 定 め る 場 合 の ほ

か 、 い か な る 給 与 も 支 給 さ れ な い 。  

2 休 職 者 は 、 休 職 の 期 間 中 別 に 給 与 条 例

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ _で 定 め る 場 合 の

ほ か 、 い か な る 給 与 も 支 給 さ れ な い 。  

(失 職 の 例 外 ) (失 職 の 例 外 ) 

第 5条 ・ 第 6条  (略 ) 第 8条 ・ 第 9条  (略 ) 

(制 定 附 則 ) (制 定 附 則 ) 

附  則  附  則  

_ (略 ) 1 (略 ) 

(加 え る ) 2 給 与 条 例 附 則 第 19項 の 規 定 の 適 用 を 受

け る 職 員 に 対 す る 第 2条 の 規 定 の 適 用 に

つ い て は 、 当 分 の 間 、 同 条 中 「 と す

る 」 と あ る の は 、 「 並 び に 給 与 条 例 附

則 第 19項 の 規 定 に よ る 降 給 と す る 」 と

す る 。  

 3 第 5条 第 2項 の 規 定 は 、 給 与 条 例 附 則 第

19項 の 規 定 に よ る 降 給 の 場 合 に は 、 適

用 し な い 。  
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～ 略 ～  ～ 略 ～  

 

 

 

(第 5条 関 係 )寒 川 町 職 員 の 懲 戒 の 手 続 及 び 効 果 に 関 す る 条 例 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(減 給 の 効 果 ) (減 給 の 効 果 ) 

第 3条  減 給 は 、 1日 以 上 6月 以 下 ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ 給 料 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ (地 方 公 務 員 法

第 22条 の 2第 1項 第 1号 に 該 当 す る 職 員 に

つ い て は 、 報 酬 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ )の 10分 の 1以 下 を 減

ず る も の と す る 。 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ _ 

第 3条  減 給 は 、 1日 以 上 6月 以 下 の 期 間 、

そ の 発 令 の 日 に 受 け る 給 料 及 び こ れ に

対 す る 地 域 手 当 の 合 計 額 (地 方 公 務 員 法

第 22条 の 2第 1項 第 1号 に 該 当 す る 職 員 に

つ い て は 、 報 酬 (寒 川 町 会 計 年 度 任 用 職

員 の 給 与 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 (令

和 元 年 寒 川 町 条 例 第 15号 )第 19条 か ら 第

22条 ま で 及 び 第 24条 に 規 定 す る 報 酬 を

除 く 。 ))の 10分 の 1以 下 を 減 ず る も の と

す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 そ の 減 ず る

額 が 現 に 受 け る 給 料 の 10分 の 1に 相 当 す

る 額 を 超 え る と き は 、 当 該 額 を 減 ず る

も の と す る 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

 

 

 

(第 6条 関 係 )寒 川 町 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

第 1条  (略 ) 第 1条  (略 ) 

(1週 間 の 勤 務 時 間 ) (1週 間 の 勤 務 時 間 ) 

第 2条  (略 ) 第 2条  (略 ) 

2 地 方 公 務 員 法 第 28条 の 5第 1項 ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ _

に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る 職

員 (以 下 「 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 ＿ ＿

＿ 」 と い う 。 )及 び 寒 川 町 一 般 職 の 任 期

付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 (平 成 26年

寒 川 町 条 例 第 2号 )第 4条 の 規 定 に よ り 任

期 を 定 め て 採 用 さ れ た 職 員 (以 下 「 任 期

付 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 )の 勤 務 時

間 は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 休 憩

2 地 方 公 務 員 法 第 22条 の 4第 1項 又 は 第 22

条 の 5第 1項 若 し く は 第 2項 の 規 定 に よ り

採 用 さ れ た 職 員 で 同 法 第 22条 の 4第 1項

に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る も

の (以 下 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職

員 」 と い う 。 ) ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿  

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿                                       

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿           

＿             の 勤 務 時

間 は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 休 憩
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時 間 を 除 き 、 4週 間 を 超 え な い 期 間 に つ

き 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該

各 号 に 定 め る 時 間 の 範 囲 内 で 、 任 命 権

者 が 定 め る 。  

時 間 を 除 き 、 4週 間 を 超 え な い 期 間 に つ

き 1週 間 当 た り 15時 間 30分 か ら 31時 間 ま

で        の 範 囲 内 で 、 任 命 権

者 が 定 め る 。  

(1) 地 方 公 務 員 法 第 28条 の 5第 1項 の 規

定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員  1週 間 当 た

り 15時 間 30分 か ら 31時 間 ま で  

(削 る ) 

(2) 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る

法 律 (平 成 3年 法 律 第 110号 )第 18条 第 1

項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員  1週

間 当 た り 19時 間 20分 ま で  

 

(加 え る ) 3 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律

(平 成 3年 法 律 第 110号 )第 18条 第 1項 又 は

寒 川 町 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に

関 す る 条 例 (平 成 26年 寒 川 町 条 例 第 2号 )

第 4条 の 規 定 に よ り 任 期 を 定 め て 採 用 さ

れ た 職 員 (以 下 「 任 期 付 短 時 間 勤 務 職

員 」 と い う 。 ) の 勤 務 時 間 は 、 第 1項 の

規 定 に か か わ ら ず 、 休 憩 時 間 を 除 き 、 4

週 間 を 超 え な い 期 間 に つ き 1週 間 当 た り

31時 間 ま で の 範 囲 内 で 、 任 命 権 者 が 定

め る 。  

3 任 命 権 者 は 、 職 務 の 特 殊 性 そ の 他 の 理

由 に よ り 前 2項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 を 超

え て 勤 務 す る こ と を 必 要 と す る 職 員 の

勤 務 時 間 に つ い て 、 町 長 の 承 認 を 得

て 、 別 に 定 め る こ と が で き る 。  

4 任 命 権 者 は 、 職 務 の 特 殊 性 そ の 他 の 理

由 に よ り 前 3項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 を 超

え て 勤 務 す る こ と を 必 要 と す る 職 員 の

勤 務 時 間 に つ い て 、 町 長 の 承 認 を 得

て 、 別 に 定 め る こ と が で き る 。  

(週 休 日 及 び 勤 務 時 間 の 割 振 り ) (週 休 日 及 び 勤 務 時 間 の 割 振 り ) 

第 3条  日 曜 日 及 び 土 曜 日 は 、 週 休 日 (勤

務 時 間 を 割 り 振 ら な い 日 を い う 。 以 下

同 じ 。 )と す る 。 た だ し 、 任 命 権 者 は 、

再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 ＿ ＿ ＿ 及 び 任 期

付 短 時 間 勤 務 職 員 に つ い て は 、 こ れ ら

の 日 に 加 え て 、 月 曜 日 か ら 金 曜 日 ま で

の 5日 間 に お い て 、 週 休 日 を 設 け る こ と

が で き る 。  

第 3条  日 曜 日 及 び 土 曜 日 は 、 週 休 日 (勤

務 時 間 を 割 り 振 ら な い 日 を い う 。 以 下

同 じ 。 )と す る 。 た だ し 、 任 命 権 者 は 、

定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 任 期

付 短 時 間 勤 務 職 員 に つ い て は 、 こ れ ら

の 日 に 加 え て 、 月 曜 日 か ら 金 曜 日 ま で

の 5日 間 に お い て 、 週 休 日 を 設 け る こ と

が で き る 。  

2 任 命 権 者 は 、 月 曜 日 か ら 金 曜 日 ま で の

5日 間 に お い て 、 1日 に つ き 7時 間 45分 の

勤 務 時 間 を 割 り 振 る も の と す る 。 た だ

し 、 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 ＿ ＿ ＿ 及 び

任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 に つ い て は 、 1週

2 任 命 権 者 は 、 月 曜 日 か ら 金 曜 日 ま で の

5日 間 に お い て 、 1日 に つ き 7時 間 45分 の

勤 務 時 間 を 割 り 振 る も の と す る 。 た だ

し 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び

任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 に つ い て は 、 1週
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間 ご と の 期 間 に つ い て 、 1日 に つ き 7時

間 45分 を 超 え な い 範 囲 内 で 勤 務 時 間 を

割 り 振 る も の と す る 。  

間 ご と の 期 間 に つ い て 、 1日 に つ き 7時

間 45分 を 超 え な い 範 囲 内 で 勤 務 時 間 を

割 り 振 る も の と す る 。  

第 4条  (略 ) 第 4条  (略 ) 

2 任 命 権 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 週 休 日

及 び 勤 務 時 間 の 割 振 り を 定 め る 場 合 に

は 、 規 則 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 4週 間

ご と の 期 間 に つ き 8日 (再 任 用 短 時 間 勤

務 職 員 ＿ ＿ ＿ 及 び 任 期 付 短 時 間 勤 務 職

員 に あ つ て は 、 8日 以 上 )の 週 休 日 を 設

け な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 職 務 の

特 殊 性 そ の 他 の 理 由 に よ り 、 4週 間 ご と

の 期 間 に つ き 8日 (再 任 用 短 時 間 勤 務 職

員 ＿ ＿ ＿ 及 び 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 に

あ つ て は 、 8日 以 上 )の 週 休 日 を 設 け る

こ と が 困 難 で あ る 職 員 に つ い て 、 町 長

と 協 議 し て 、 規 則 の 定 め る と こ ろ に よ

り 、 4週 間 を 超 え な い 期 間 に つ き 1週 間

当 た り 1日 以 上 の 割 合 で 週 休 日 を 設 け る

場 合 に は 、 こ の 限 り で な い 。  

2 任 命 権 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 週 休 日

及 び 勤 務 時 間 の 割 振 り を 定 め る 場 合 に

は 、 規 則 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 4週 間

ご と の 期 間 に つ き 8日 (定 年 前 再 任 用 短

時 間 勤 務 職 員 及 び 任 期 付 短 時 間 勤 務 職

員 に あ つ て は 、 8日 以 上 )の 週 休 日 を 設

け な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 職 務 の

特 殊 性 そ の 他 の 理 由 に よ り 、 4週 間 ご と

の 期 間 に つ き 8日 (定 年 前 再 任 用 短 時 間

勤 務 職 員 及 び 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 に

あ つ て は 、 8日 以 上 )の 週 休 日 を 設 け る

こ と が 困 難 で あ る 職 員 に つ い て 、 町 長

と 協 議 し て 、 規 則 の 定 め る と こ ろ に よ

り 、 4週 間 を 超 え な い 期 間 に つ き 1週 間

当 た り 1日 以 上 の 割 合 で 週 休 日 を 設 け る

場 合 に は 、 こ の 限 り で な い 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(年 次 休 暇 ) (年 次 休 暇 ) 

第 12条  年 次 休 暇 は 、 1の 年 ご と に お け る

休 暇 と し 、 そ の 日 数 は 、 1の 年 に お い

て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応

じ て 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 日 数 と す る 。  

第 12条  年 次 休 暇 は 、 1の 年 ご と に お け る

休 暇 と し 、 そ の 日 数 は 、 1の 年 に お い

て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応

じ て 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 日 数 と す る 。  

(1) 次 号 に 掲 げ る 職 員 以 外 の 職 員  20

日 (再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 ＿ ＿ ＿ 及 び

任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 に あ つ て は 、

そ の 者 の 勤 務 時 間 等 を 考 慮 し 20日 を

超 え な い 範 囲 内 で 規 則 で 定 め る 日 数 ) 

(1) 次 号 に 掲 げ る 職 員 以 外 の 職 員  20

日 (定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び

任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 に あ つ て は 、

そ の 者 の 勤 務 時 間 等 を 考 慮 し 20日 を

超 え な い 範 囲 内 で 規 則 で 定 め る 日 数 ) 

(2) (略 ) (2) (略 ) 

2・ 3 (略 ) 2・ 3 (略 ) 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

 

 

 

(第 7条 関 係 )寒 川 町 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

第 1条  (略 ) 第 1条  (略 ) 

(育 児 休 業 を す る こ と が で き な い 職 員 ) (育 児 休 業 を す る こ と が で き な い 職 員 ) 
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第 2条  育 児 休 業 法 第 2条 第 1項 の 条 例 で 定

め る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 と す る 。  

第 2条  育 児 休 業 法 第 2条 第 1項 の 条 例 で 定

め る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 と す る 。  

(1)・ (2) (略 ) (1)・ (2) (略 ) 

(加 え る ) (3) 寒 川 町 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例

第 9条 の 規 定 に よ り 異 動 期 間 (同 条 の

規 定 に よ り 延 長 さ れ た 期 間 を 含 む 。 )

を 延 長 さ れ た 管 理 監 督 職 を 占 め る 職

員  

(3) (略 ) (4) (略 ) 

(4) (略 ) (5) (略 ) 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(育 児 短 時 間 勤 務 を す る こ と が で き な い

職 員 ) 

(育 児 短 時 間 勤 務 を す る こ と が で き な い

職 員 ) 

第 9条  育 児 休 業 法 第 10条 第 1項 の 条 例 で

定 め る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 と す

る 。  

第 9条  育 児 休 業 法 第 10条 第 1項 の 条 例 で

定 め る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 と す

る 。  

(1)・ (2) (略 ) (1)・ (2) (略 ) 

(加 え る ) (3) 寒 川 町 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例

第 9条 の 規 定 に よ り 異 動 期 間 (同 条 の

規 定 に よ り 延 長 さ れ た 期 間 を 含 む 。 )

を 延 長 さ れ た 管 理 監 督 職 を 占 め る 職

員  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(育 児 短 時 間 勤 務 職 員 に つ い て の 給 与 条

例 の 特 例 ) 

(育 児 短 時 間 勤 務 職 員 に つ い て の 給 与 条

例 の 特 例 ) 

第 16条  育 児 短 時 間 勤 務 職 員 に つ い て の

給 与 条 例 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 次

の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 給 与 条 例 の 規 定 中

同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ

同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 字 句 と す る 。  

第 16条  育 児 短 時 間 勤 務 職 員 に つ い て の

給 与 条 例 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 次

の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 給 与 条 例 の 規 定 中

同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ

同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 字 句 と す る 。  
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(略 ) 

第

5

条

第

11

項  

と

す

る  

に 、 算 出 率 を 乗 じ て 得 た 額 と す

る  

(略 ) 

第

9

条

第

3

項

第

2

号  

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

＿

＿

＿  

地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 に 関 す る

法 律 (平 成 3年 法 律 第 110号 )第 10

条 第 3項 の 規 定 に よ り 同 条 第 1項

に 規 定 す る 育 児 短 時 間 勤 務 の 承

認 を 受 け た 職 員 (以 下 「 育 児 短

時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 ) 

(略 ) 

第

12

条

第

4

項  

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

＿

＿

＿

又

は

育 児 短 時 間 勤 務 職 員  

(略 ) 

(削 る ) 

(略 ) 

第

9

条

第

3

項

第

2

号  

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 に 関 す る

法 律 (平 成 3年 法 律 第 110号 )第 10

条 第 3項 の 規 定 に よ り 同 条 第 1項

に 規 定 す る 育 児 短 時 間 勤 務 の 承

認 を 受 け た 職 員 (以 下 「 育 児 短

時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 ) 

(略 ) 

第

12

条

第

4

項  

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

又

は

育 児 短 時 間 勤 務 職 員  
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任

期

付

短

時

間

勤

務

職

員  

第

12

条

第

5

項  

第

3

項  

育 児 休 業 条 例 第 16条  

第

12

条

第

6

項  

要

し

な

い  

要 し な い 。 た だ し 、 当 該 時 間 が

育 児 休 業 条 例 第 16条 の 規 定 に よ

り 読 み 替 え ら れ た 同 項 た だ し 書

に 規 定 す る 7時 間 45分 に 達 す る

ま で の 間 の 勤 務 に 係 る 時 間 で あ

る 場 合 に あ っ て は 、 第 14条 に 規

定 す る 勤 務 1時 間 当 た り の 給 与

額 に 100分 の 150( そ の 時 間 が 午

後 10時 か ら 翌 日 の 午 前 5時 ま で

の 間 で あ る 場 合 は 、 100 分 の

175) か ら 100 分 の 100( そ の 時 間

が 午 後 10時 か ら 翌 日 の 午 前 5時

ま で の 間 で あ る 場 合 は 、 100分

の 125)を 減 じ た 割 合 ＿ 乗 じ て 得

た 額 と す る  

(略 ) 
 

任

期

付

短

時

間

勤

務

職

員

(削 る ) 

 

 

 

 

 

第

12

条

第

6

項  

要

し

な

い

要 し な い 。 た だ し 、 当 該 時 間 が

育 児 休 業 条 例 第 16条 の 規 定 に よ

り 読 み 替 え ら れ た 同 項 た だ し 書

に 規 定 す る 7時 間 45分 に 達 す る

ま で の 間 の 勤 務 に 係 る 時 間 で あ

る 場 合 に あ っ て は 、 第 14条 に 規

定 す る 勤 務 1時 間 当 た り の 給 与

額 に 100分 の 150( そ の 時 間 が 午

後 10時 か ら 翌 日 の 午 前 5時 ま で

の 間 で あ る 場 合 は 、 100 分 の

175) か ら 100 分 の 100( そ の 時 間

が 午 後 10時 か ら 翌 日 の 午 前 5時

ま で の 間 で あ る 場 合 は 、 100分

の 125)を 減 じ た 割 合 を 乗 じ て 得

た 額 と す る  

(略 ) 
 

(育 児 短 時 間 勤 務 職 員 に つ い て の 勤 務 時

間 条 例 の 特 例 ) 

(育 児 短 時 間 勤 務 職 員 に つ い て の 勤 務 時

間 条 例 の 特 例 ) 

第 17条  育 児 短 時 間 勤 務 を し て い る 職 員

に つ い て の 寒 川 町 職 員 の 勤 務 時 間 、 休

暇 等 に 関 す る 条 例 (平 成 11年 寒 川 町 条 例

第 4 号 。 以 下 「 勤 務 時 間 条 例 」 と い

第 17条  育 児 短 時 間 勤 務 を し て い る 職 員

に つ い て の 寒 川 町 職 員 の 勤 務 時 間 、 休

暇 等 に 関 す る 条 例 (平 成 11年 寒 川 町 条 例

第 4 号 。 以 下 「 勤 務 時 間 条 例 」 と い
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う 。 )の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 次 の 表

の 左 欄 に 掲 げ る 勤 務 時 間 条 例 の 規 定 中

同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ

同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 字 句 と す る 。  

う 。 )の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 次 の 表

の 左 欄 に 掲 げ る 勤 務 時 間 条 例 の 規 定 中

同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ

同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 字 句 と す る 。  

(略 ) 

第 3条 第

1項 た だ

し 書 、

第 3条 第

2項 た だ

し 書 、

第 4条 第

2項 及 び

第 12 条

第 1項 第

1号  

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

＿

＿

＿

及

び

任

期

付

短

時

間

勤

務

職

員  

育 児 短 時 間 勤 務 職 員  

(略 ) 
 

(略 ) 

第 3条 第

1項 た だ

し 書 、

第 3条 第

2項 た だ

し 書 、

第 4条 第

2項 及 び

第 12 条

第 1項 第

1号  

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

及

び

任

期

付

短

時

間

勤

務

職

員  

育 児 短 時 間 勤 務 職 員  

(略 ) 
 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(育 児 短 時 間 勤 務 の 例 に よ る 短 時 間 勤 務

に 係 る 職 員 に つ い て の 特 例 ) 

(育 児 短 時 間 勤 務 の 例 に よ る 短 時 間 勤 務

に 係 る 職 員 に つ い て の 特 例 ) 

第 18条  前 2条 の 規 定 は 、 育 児 休 業 法 第 17

条 の 規 定 に よ る 短 時 間 勤 務 を し て い る

職 員 に つ い て 準 用 す る 。  

第 18条  前 3条 の 規 定 は 、 育 児 休 業 法 第 17

条 の 規 定 に よ る 短 時 間 勤 務 を し て い る

職 員 に つ い て 準 用 す る 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(部 分 休 業 を す る こ と が で き な い 職 員 ) (部 分 休 業 を す る こ と が で き な い 職 員 ) 
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第 20条  育 児 休 業 法 第 19条 第 1項 の 条 例 で

定 め る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 と す

る 。  

第 20条  育 児 休 業 法 第 19条 第 1項 の 条 例 で

定 め る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 と す

る 。  

(1) (略 ) (1) (略 ) 

(2) 勤 務 の 日 数 及 び 勤 務 日 ご と の 勤 務

時 間 を 考 慮 し て 規 則 で 定 め る 非 常 勤

職 員 以 外 の 非 常 勤 職 員 (地 方 公 務 員 法

第 28条 の 5第 1項 に 規 定 す る 短 時 間 勤

務 の 職 を 占 め る 職 員 (以 下 「 再 任 用 短

時 間 勤 務 職 員 等 ＿ ＿ ＿ 」 と い う 。 )を

除 く 。 ) 

(2) 勤 務 の 日 数 及 び 勤 務 日 ご と の 勤 務

時 間 を 考 慮 し て 規 則 で 定 め る 非 常 勤

職 員 以 外 の 非 常 勤 職 員 (地 方 公 務 員 法

第 22条 の 4第 1項 に 規 定 す る 短 時 間 勤

務 の 職 を 占 め る 職 員 (以 下 「 定 年 前 再

任 用 短 時 間 勤 務 職 員 等 」 と い う 。 )を

除 く 。 ) 

(部 分 休 業 の 承 認 ) (部 分 休 業 の 承 認 ) 

第 21条  部 分 休 業 (育 児 休 業 法 第 19条 第 1

項 に 規 定 す る 部 分 休 業 を い う 。 以 下 同

じ 。 )の 承 認 は 、 勤 務 時 間 条 例 第 8条 第 1

項 に 規 定 す る 正 規 の 勤 務 時 間 (非 常 勤 職

員 (再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 等 ＿ ＿ ＿ を 除

く 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 )に あ っ

て は 、 当 該 非 常 勤 職 員 に つ い て 定 め ら

れ た 勤 務 時 間 )の 始 め 又 は 終 わ り に お い

て 、 30 分 を 単 位 と し て 行 う も の と す

る 。  

第 21条  部 分 休 業 (育 児 休 業 法 第 19条 第 1

項 に 規 定 す る 部 分 休 業 を い う 。 以 下 同

じ 。 )の 承 認 は 、 勤 務 時 間 条 例 第 8条 第 1

項 に 規 定 す る 正 規 の 勤 務 時 間 (非 常 勤 職

員 (定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 等 を 除

く 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 )に あ っ

て は 、 当 該 非 常 勤 職 員 に つ い て 定 め ら

れ た 勤 務 時 間 )の 始 め 又 は 終 わ り に お い

て 、 30 分 を 単 位 と し て 行 う も の と す

る 。  

2・ 3 (略 ) 2・ 3 (略 ) 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

 

 

 

(第 8条 関 係 )寒 川 町 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

(目 的 ) (目 的 ) 

第 1条  こ の 条 例 は 、 地 方 公 務 員 法 (昭 和

25年 法 律 第 261号 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ )第 24条 第 5項 の 規 定 に 基 づ き 同 法 第 4

条 に 規 定 す る 一 般 職 の 職 員 (以 下 「 職

員 」 と い う 。 )の 給 与 に 関 す る 事 項 を 定

め る こ と を 目 的 と す る 。  

第 1条  こ の 条 例 は 、 地 方 公 務 員 法 (昭 和

25 年 法 律 第 261 号 。 以 下 「 法 」 と い

う 。 )第 24条 第 5項 の 規 定 に 基 づ き 同 法

第 4 条 に 規 定 す る 一 般 職 の 職 員 ( 以 下

「 職 員 」 と い う 。 )の 給 与 に 関 す る 事 項

を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(初 任 給 及 び 昇 給 の 基 準 等 ) (初 任 給 及 び 昇 給 の 基 準 等 ) 

第 5条  (略 ) 第 5条  (略 ) 

2・ 3 (略 ) 2・ 3 (略 ) 

4  職 員 が 1の 職 務 の 級 か ら 他 の 職 務 の 級 4 職 員 が 1の 職 務 の 級 か ら 他 の 職 務 の 級
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に 移 つ た 場 合 の 号 給 は 、 異 動 前 に そ の

者 ＿ が 受 け て い た 号 給 を 基 準 と し て 任

命 権 者 が 決 定 す る 。  

に 移 つ た 場 合 の 号 給 は 、 異 動 前 に 当 該

職 員 が 受 け て い た 号 給 を 基 準 と し て 任

命 権 者 が 決 定 す る 。  

5 職 員 の 昇 給 は 、 規 則 で 定 め る 日 に 、 同

日 前 1年 間 に お け る そ の 者 ＿ の 勤 務 成 績

に 応 じ て 、 行 う も の と す る 。  

5 職 員 の 昇 給 は 、 規 則 で 定 め る 日 に 、 同

日 前 1年 間 に お け る 当 該 職 員 の 勤 務 成 績

に 応 じ て 、 行 う も の と す る 。  

6・ 7 (略 ) 6・ 7 (略 ) 

(加 え る ) 8 前 項 の 規 定 に 関 わ ら ず 、 年 齢 60歳 に 達

し た 日 以 後 に 在 職 す る 職 員 に 関 す る 第 5

項 の 規 定 の 昇 給 は 、 同 項 に 規 定 す る 期

間 の 全 部 を 特 に 良 好 な 成 績 又 は 極 め て

良 好 な 成 績 で 勤 務 し た 場 合 に 限 り 行 う

も の と し 、 昇 給 さ せ る 場 合 の 昇 給 の 号

給 数 は 、 規 則 で 定 め る 基 準 に 従 い 決 定

す る も の と す る 。  

8～ 10 (略 ) 9～ 11 (略 ) 

11  地 方 公 務 員 法 第 28条 の 4第 1項 、 第 28

条 の 5第 1項 又 は 第 28条 の 6第 1項 若 し く

は 第 2項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員

(以 下 「 再 任 用 職 員 」 と い う 。 )の 給 料

月 額 は 、 そ の 者 に 適 用 さ れ る 給 料 表 の

再 任 用 職 員 の 欄 に 掲 げ る 給 料 月 額 の う

ち 、 そ の 者 の 属 す る 職 務 の 級 に 応 じ た

額 と す る 。  

(削 る ) 

(加 え る ) 12  法 第 22条 の 4第 3項 に 規 定 す る 定 年 前

再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 (以 下 「 定 年 前 再

任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 )の 給 料

月 額 は 、 当 該 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務

職 員 に 適 用 さ れ る 給 料 表 の 定 年 前 再 任

用 短 時 間 勤 務 職 員 の 欄 に 掲 げ る 基 準 給

料 月 額 の う ち 、 第 1項 の 規 定 に よ り 当 該

定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 の 属 す る

職 務 の 級 に 応 じ た 額 に 、 勤 務 時 間 条 例

第 2条 第 2項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た 当

該 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 の 勤 務

時 間 を 同 条 第 1項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で

除 し て 得 た 数 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。  

(短 時 間 勤 務 職 員    の 給 料 月 額 ) (任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 の 給 料 月 額 ) 

第 5条 の 2 地 方 公 務 員 法 第 28条 の 5第 1項

に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る 職

員 (以 下 「 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い

第 5条 の 2 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関

す る 法 律 (平 成 3年 法 律 第 110号 )第 18条

第 1項 又 は  ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿
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う 。 )及 び 寒 川 町 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の

採 用 等 に 関 す る 条 例 (平 成 26年 寒 川 町 条

例 第 2号 )第 4条 の 規 定 に よ り 任 期 を 定 め

て 採 用 さ れ た 職 員 (以 下 「 任 期 付 短 時 間

勤 務 職 員 」 と い う 。 )の 給 料 月 額 は 、 前

条 第 11項       の 規 定 に か か わ

ら ず 、 同 項   の 規 定 に よ る 給 料 月 額

に 、 勤 務 時 間 条 例 第 2条 第 2項 の 規 定 に

よ り 定 め ら れ た そ の 者 ＿ の 勤 務 時 間 を

同 条 第 1項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て

得 た 数 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。  

＿ ＿ ＿ ＿ 寒 川 町 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の

採 用 等 に 関 す る 条 例 (平 成 26年 寒 川 町 条

例 第 2号 )第 4条 の 規 定 に よ り 任 期 を 定 め

て 採 用 さ れ た 職 員 (以 下 「 任 期 付 短 時 間

勤 務 職 員 」 と い う 。 )の 給 料 月 額 は 、 前

条 第 1項 か ら 第 4項 ま で の 規 定 に か か わ

ら ず 、 こ れ ら の 規 定 に よ る 給 料 月 額

に 、 勤 務 時 間 条 例 第 2条 第 3項 の 規 定 に

よ り 定 め ら れ た 当 該 職 員 の 勤 務 時 間 を

同 条 第 1項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て

得 た 数 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(通 勤 手 当 ) (通 勤 手 当 ) 

第 9条  通 勤 手 当 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職

員 に 支 給 す る 。  

第 9条  通 勤 手 当 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職

員 に 支 給 す る 。  

(1) 通 勤 の た め 交 通 機 関 又 は 有 料 道 路

(以 下 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ _

「 交 通 機 関 等 」 と い う 。 )を 利 用 し て

そ の 運 賃 又 は 料 金 (以 下 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ _「 運 賃 等 」 と い う 。 )を

負 担 す る こ と を 常 例 と す る 職 員 (交 通

機 関 等 を 利 用 し な け れ ば 通 勤 す る こ

と が 著 し く 困 難 で あ る 職 員 以 外 の 職

員 で あ つ て 交 通 機 関 等 を 利 用 し な い

で 徒 歩 に よ り 通 勤 す る も の と し た 場

合 の 通 勤 距 離 が 片 道 2キ ロ メ ー ト ル 未

満 で あ る も の 及 び 第 3号 に 掲 げ る 職 員

を 除 く 。 ) 

(1) 通 勤 の た め 交 通 機 関 又 は 有 料 道 路

(以 下 こ の 項 か ら 第 3項 ま で に お い て

「 交 通 機 関 等 」 と い う 。 )を 利 用 し て

そ の 運 賃 又 は 料 金 (以 下 こ の 項 及 び 第

3項 に お い て 「 運 賃 等 」 と い う 。 )を

負 担 す る こ と を 常 例 と す る 職 員 (交 通

機 関 等 を 利 用 し な け れ ば 通 勤 す る こ

と が 著 し く 困 難 で あ る 職 員 以 外 の 職

員 で あ つ て 交 通 機 関 等 を 利 用 し な い

で 徒 歩 に よ り 通 勤 す る も の と し た 場

合 の 通 勤 距 離 が 片 道 2キ ロ メ ー ト ル 未

満 で あ る も の 及 び 第 3号 に 掲 げ る 職 員

を 除 く 。 ) 

(2) 通 勤 の た め 自 動 車 、 原 動 機 付 自 転

車 、 自 転 車 及 び 任 命 権 者 が 特 に 承 認

し た そ の 他 の 交 通 の 用 具 (以 下 ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ 「 自 動 車 等 」 と い う 。 )を 使

用 す る こ と を 常 例 と す る 職 員 (自 動 車

等 を 使 用 し な け れ ば 通 勤 す る こ と が

著 し く 困 難 で あ る 職 員 以 外 の 職 員 で

あ つ て 自 動 車 等 を 使 用 し な い で 徒 歩

に よ り 通 勤 す る も の と し た 場 合 の 通

勤 距 離 が 片 道 2キ ロ メ ー ト ル 未 満 で あ

る も の 及 び 次 号 に 掲 げ る 職 員 を 除

く 。 ) 

(2) 通 勤 の た め 自 動 車 、 原 動 機 付 自 転

車 、 自 転 車 及 び 任 命 権 者 が 特 に 承 認

し た そ の 他 の 交 通 の 用 具 (以 下 こ の 条

に お い て 「 自 動 車 等 」 と い う 。 )を 使

用 す る こ と を 常 例 と す る 職 員 (自 動 車

等 を 使 用 し な け れ ば 通 勤 す る こ と が

著 し く 困 難 で あ る 職 員 以 外 の 職 員 で

あ つ て 自 動 車 等 を 使 用 し な い で 徒 歩

に よ り 通 勤 す る も の と し た 場 合 の 通

勤 距 離 が 片 道 2キ ロ メ ー ト ル 未 満 で あ

る も の 及 び 次 号 に 掲 げ る 職 員 を 除

く 。 ) 

(3) (略 ) (3) (略 ) 
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2 (略 ) 2 (略 ) 

3 通 勤 手 当 の 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職

員 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額

と す る 。  

3 通 勤 手 当 の 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職

員 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額

と す る 。  

(1) 第 1項 第 1号 に 掲 げ る 職 員  支 給 単

位 期 間 に つ き 、 運 賃 、 料 金 、 時 間 、

距 離 等 の 事 情 に 照 ら し 最 も 経 済 的 か

つ 合 理 的 と 認 め ら れ る 通 常 の 経 路 及

び 方 法 に よ り 算 出 し た そ の 者 ＿ の 支

給 単 位 期 間 の 通 勤 に 要 す る 運 賃 等 の

額 に 相 当 す る 額 (以 下 「 運 賃 等 相 当

額 」 と い う 。 ) 

(1) 第 1項 第 1号 に 掲 げ る 職 員  支 給 単

位 期 間 に つ き 、 運 賃 、 料 金 、 時 間 、

距 離 等 の 事 情 に 照 ら し 最 も 経 済 的 か

つ 合 理 的 と 認 め ら れ る 通 常 の 経 路 及

び 方 法 に よ り 算 出 し た 当 該 職 員 の 支

給 単 位 期 間 の 通 勤 に 要 す る 運 賃 等 の

額 に 相 当 す る 額 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿  

(2) 第 1項 第 2号 に 掲 げ る 職 員  次 に 掲

げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、 支 給 単 位 期

間 に つ き 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 額 (再

任 用 短 時 間 勤 務 職 員 ＿ ＿ ＿ 又 は 任 期

付 短 時 間 勤 務 職 員 の う ち 、 支 給 単 位

期 間 当 た り の 通 勤 回 数 を 考 慮 し て 規

則 で 定 め る 職 員 に あ つ て は 、 そ の 額

か ら 、 そ の 額 に 規 則 で 定 め る 割 合 を

乗 じ て 得 た 額 を 減 じ た 額 ) 

(2) 第 1項 第 2号 に 掲 げ る 職 員  次 に 掲

げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、 支 給 単 位 期

間 に つ き 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 額 (定

年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 又 は 任 期

付 短 時 間 勤 務 職 員 の う ち 、 支 給 単 位

期 間 当 た り の 通 勤 回 数 を 考 慮 し て 規

則 で 定 め る 職 員 に あ つ て は 、 そ の 額

か ら 、 そ の 額 に 規 則 で 定 め る 割 合 を

乗 じ て 得 た 額 を 減 じ た 額 ) 

ア ～ コ  (略 ) ア ～ コ  (略 ) 

(3) (略 ) (3) (略 ) 

4～ 7 (略 ) 4～ 7 (略 ) 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(時 間 外 勤 務 手 当 ) (時 間 外 勤 務 手 当 ) 

第 12条  (略 ) 第 12条  (略 ) 

2  時 間 外 勤 務 手 当 の 額 は 、 前 項 の 勤 務 1

時 間 に つ い て 第 14条 に 規 定 す る 勤 務 1時

間 当 た り の 給 与 額 に 正 規 の 勤 務 時 間 以

外 に し た 次 に 掲 げ る 勤 務 の 区 分 に 応 じ

て そ れ ぞ れ 100分 の 125か ら 100分 の 150

ま で の 範 囲 内 で 規 則 で 定 め る 割 合 (そ の

勤 務 が 午 後 10時 か ら 翌 日 の 午 前 5時 ま で

の 場 合 は ＿ ＿ そ の 割 合 に 100分 の 25を 加

算 し た 割 合 )を 乗 じ た 額 と す る 。  

2  時 間 外 勤 務 手 当 の 額 は 、 前 項 の 勤 務 1

時 間 に つ い て 第 14条 に 規 定 す る 勤 務 1時

間 当 た り の 給 与 額 に 正 規 の 勤 務 時 間 以

外 に し た 次 に 掲 げ る 勤 務 の 区 分 に 応 じ

て そ れ ぞ れ 100分 の 125か ら 100分 の 150

ま で の 範 囲 内 で 規 則 で 定 め る 割 合 (そ の

勤 務 が 午 後 10時 か ら 翌 日 の 午 前 5時 ま で

の 場 合 に は 、 そ の 割 合 に 100分 の 25を 加

算 し た 割 合 )を 乗 じ た 額 と す る 。  

(1)・ (2) (略 ) (1)・ (2) (略 ) 

3 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 ＿ ＿ ＿ 又 は 任 期

付 短 時 間 勤 務 職 員 が 、 正 規 の 勤 務 時 間

が 割 り 振 ら れ た 日 に お い て 、 正 規 の 勤

務 時 間 以 外 の 時 間 に し た 勤 務 の う ち 、

3 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 又 は 任 期

付 短 時 間 勤 務 職 員 が 、 正 規 の 勤 務 時 間

が 割 り 振 ら れ た 日 に お い て 、 正 規 の 勤

務 時 間 以 外 の 時 間 に し た 勤 務 の う ち 、
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そ の 勤 務 の 時 間 と そ の 勤 務 を し た 日 に

お け る 正 規 の 勤 務 時 間 と の 合 計 が 勤 務

時 間 条 例 第 3条 第 2項 の 規 定 に よ り 規 則

で 定 め る 1日 の 勤 務 時 間 に 達 す る ま で の

間 の 勤 務 に 対 す る 前 項 の 規 定 の 適 用 に

つ い て は 、 同 項 中 「 正 規 の 勤 務 時 間 以

外 に し た 次 に 掲 げ る 勤 務 の 区 分 に 応 じ

て そ れ ぞ れ 100分 の 125か ら 100分 の 150

ま で の 範 囲 内 で 規 則 で 定 め る 割 合 」 と

あ る の は 「 100分 の 100」 と す る 。  

そ の 勤 務 の 時 間 と そ の 勤 務 を し た 日 に

お け る 正 規 の 勤 務 時 間 と の 合 計 が 勤 務

時 間 条 例 第 3条 第 2項 の 規 定 に よ り 規 則

で 定 め る 1日 の 勤 務 時 間 に 達 す る ま で の

間 の 勤 務 に 対 す る 前 項 の 規 定 の 適 用 に

つ い て は 、 同 項 中 「 正 規 の 勤 務 時 間 以

外 に し た 次 に 掲 げ る 勤 務 の 区 分 に 応 じ

て そ れ ぞ れ 100分 の 125か ら 100分 の 150

ま で の 範 囲 内 で 規 則 で 定 め る 割 合 」 と

あ る の は 「 100分 の 100」 と す る 。  

4  前 2項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 勤 務 時 間

条 例 第 5条 の 規 定 に よ り 、 あ ら か じ め 同

条 例 第 3条 第 2項 又 は 第 4条 の 規 定 に よ り

割 り 振 ら れ た 1週 間 の 正 規 の 勤 務 時 間

(以 下 こ の 項 ＿ ＿ ＿ ＿ に お い て 「 割 振 り

変 更 前 の 正 規 の 勤 務 時 間 」 と い う 。 )を

超 え て 勤 務 す る こ と を 命 ぜ ら れ た 職 員

に は 、 割 振 り 変 更 前 の 正 規 の 勤 務 時 間

を 超 え て 勤 務 し た 全 時 間 (規 則 で 定 め る

時 間 を 除 く 。 )に 対 し て 、 勤 務 1時 間 に

つ き 、 第 14条 に 規 定 す る 勤 務 1時 間 当 た

り の 給 与 額 に 100分 の 25か ら 100分 の 50

ま で の 範 囲 内 で 規 則 で 定 め る 割 合 を 乗

じ て 得 た 額 を 時 間 外 勤 務 手 当 と し て 支

給 す る 。 た だ し 、 再 任 用 短 時 間 勤 務 職

員 ＿ ＿ ＿ 又 は 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 が

割 振 り 変 更 前 の 正 規 の 勤 務 時 間 を 超 え

て し た 勤 務 の う ち 、 そ の 勤 務 の 時 間 と

割 振 り 変 更 前 の 正 規 の 勤 務 時 間 と の 合

計 が 38時 間 45分 に 達 す る ま で の 間 の 勤

務 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

4  前 2項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 勤 務 時 間

条 例 第 5条 の 規 定 に よ り 、 あ ら か じ め 同

条 例 第 3条 第 2項 又 は 第 4条 の 規 定 に よ り

割 り 振 ら れ た 1週 間 の 正 規 の 勤 務 時 間

(以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 「 割 振 り

変 更 前 の 正 規 の 勤 務 時 間 」 と い う 。 )を

超 え て 勤 務 す る こ と を 命 ぜ ら れ た 職 員

に は 、 割 振 り 変 更 前 の 正 規 の 勤 務 時 間

を 超 え て 勤 務 し た 全 時 間 (規 則 で 定 め る

時 間 を 除 く 。 )に 対 し て 、 勤 務 1時 間 に

つ き 、 第 14条 に 規 定 す る 勤 務 1時 間 当 た

り の 給 与 額 に 100分 の 25か ら 100分 の 50

ま で の 範 囲 内 で 規 則 で 定 め る 割 合 を 乗

じ て 得 た 額 を 時 間 外 勤 務 手 当 と し て 支

給 す る 。 た だ し 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間

勤 務 職 員 又 は 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 が

割 振 り 変 更 前 の 正 規 の 勤 務 時 間 を 超 え

て し た 勤 務 の う ち 、 そ の 勤 務 の 時 間 と

割 振 り 変 更 前 の 正 規 の 勤 務 時 間 と の 合

計 が 38時 間 45分 に 達 す る ま で の 間 の 勤

務 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

5 正 規 の 勤 務 時 間 を 超 え て 勤 務 す る こ と

を 命 ぜ ら れ 、 正 規 の 勤 務 時 間 を 超 え て

し た 勤 務 の 時 間 と 、 割 振 り 変 更 前 の 正

規 の 勤 務 時 間 を 超 え て 勤 務 す る こ と を

命 ぜ ら れ 、 割 振 り 変 更 前 の 正 規 の 時 間

を 超 え て し た 勤 務 の 時 間 (前 項 本 文 に 規

定 す る 時 間 に 限 る 。 )と を 合 計 し た 時 間

が 1月 に つ い て 60時 間 を 超 え た 職 員 に

は 、 そ の 60時 間 を 超 え て 勤 務 し た 全 時

間 に 対 し て 、 第 2項 (第 3項 の 規 定 に よ り

5 正 規 の 勤 務 時 間 を 超 え て 勤 務 す る こ と

を 命 ぜ ら れ 、 正 規 の 勤 務 時 間 を 超 え て

し た 勤 務 の 時 間 と 、 割 振 り 変 更 前 の 正

規 の 勤 務 時 間 を 超 え て 勤 務 す る こ と を

命 ぜ ら れ 、 割 振 り 変 更 前 の 正 規 の 時 間

を 超 え て し た 勤 務 の 時 間 (前 項 本 文 に 規

定 す る 時 間 に 限 る 。 )と を 合 計 し た 時 間

が 1月 に つ い て 60時 間 を 超 え た 職 員 に

は 、 そ の 60時 間 を 超 え て 勤 務 し た 全 時

間 に 対 し て 、 第 2項 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿
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読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 以 下

こ の 項 に お い て 同 じ 。 )及 び 前 項 の 規 定

に か か わ ら ず 、 勤 務 1時 間 に つ き 、 第 14

条 の 規 定 す る 勤 務 1時 間 当 た り の 給 与 額

に 、 第 2項 の 規 定 に よ る 勤 務 に あ っ て は

100分 の 150(そ の 勤 務 が 午 後 10時 か ら 翌

日 の 午 前 5時 ま で の 間 で あ る 場 合 は ＿ 、

100分 の 175)、 前 項 の 規 定 に よ る 勤 務 に

あ っ て は 100分 の 50を 乗 じ て 得 た 額 を 時

間 外 勤 務 手 当 と し て 支 給 す る 。  

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ _及 び 前 項 の 規

定 に か か わ ら ず 、 勤 務 1時 間 に つ き 、 第

14条 の 規 定 す る 勤 務 1時 間 当 た り の 給 与

額 に 、 第 2項 の 規 定 に よ る 勤 務 に あ っ て

は 100分 の 150(そ の 勤 務 が 午 後 10時 か ら

翌 日 の 午 前 5時 ま で の 間 で あ る 場 合 に

は 、 100分 の 175)、 前 項 の 規 定 に よ る 勤

務 に あ っ て は 100分 の 50を 乗 じ て 得 た 額

を 時 間 外 勤 務 手 当 と し て 支 給 す る 。  

6  勤 務 時 間 条 例 第 8条 の 3第 1項 に 規 定 す

る 時 間 外 勤 務 代 休 時 間 を 指 定 さ れ た 場

合 に お い て 、 当 該 時 間 外 勤 務 代 休 時 間

に 職 員 が 勤 務 し な か っ た と き は 、 前 項

に 規 定 す る 60時 間 を 超 え て 勤 務 し た 全

時 間 の う ち 当 該 時 間 外 勤 務 代 休 時 間 の

指 定 に 代 え ら れ た 時 間 外 勤 務 手 当 の 支

給 に 係 る 時 間 に 対 し て は 、 当 該 時 間 1時

間 に つ き 、 第 14条 に 規 定 す る 勤 務 1時 間

当 た り の 給 与 額 に 、 第 2項 の 規 定 に よ る

勤 務 に あ っ て は 100分 の 150(そ の 時 間 が

午 後 10時 か ら 翌 日 の 午 前 5時 ま で の 間 で

あ る 場 合 は ＿ 、 100分 の 175)か ら 同 項 に

規 定 す る 規 則 で 定 め る 割 合 (そ の 時 間 が

午 後 10時 か ら 翌 日 の 午 前 5時 ま で の 間 で

あ る 場 合 は ＿ 、 そ の 割 合 に 100分 の 25を

加 算 し た 割 合 )を 減 じ た 割 合 、 第 4項 の

規 定 に よ る 勤 務 に あ っ て は 100分 の 50か

ら 同 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 割 合 を

減 じ た 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 の 時 間 外 勤

務 手 当 を 支 給 す る こ と を 要 し な い 。  

6  勤 務 時 間 条 例 第 8条 の 3第 1項 に 規 定 す

る 時 間 外 勤 務 代 休 時 間 を 指 定 さ れ た 場

合 に お い て 、 当 該 時 間 外 勤 務 代 休 時 間

に 職 員 が 勤 務 し な か っ た と き は 、 前 項

に 規 定 す る 60時 間 を 超 え て 勤 務 し た 全

時 間 の う ち 当 該 時 間 外 勤 務 代 休 時 間 の

指 定 に 代 え ら れ た 時 間 外 勤 務 手 当 の 支

給 に 係 る 時 間 に 対 し て は 、 当 該 時 間 1時

間 に つ き 、 第 14条 に 規 定 す る 勤 務 1時 間

当 た り の 給 与 額 に 、 第 2項 の 規 定 に よ る

勤 務 に あ っ て は 100分 の 150(そ の 時 間 が

午 後 10時 か ら 翌 日 の 午 前 5時 ま で の 間 で

あ る 場 合 に は 、 100分 の 175)か ら 同 項 に

規 定 す る 規 則 で 定 め る 割 合 (そ の 時 間 が

午 後 10時 か ら 翌 日 の 午 前 5時 ま で の 間 で

あ る 場 合 に は 、 そ の 割 合 に 100分 の 25を

加 算 し た 割 合 )を 減 じ た 割 合 、 第 4項 の

規 定 に よ る 勤 務 に あ っ て は 100分 の 50か

ら 同 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 割 合 を

減 じ た 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 の 時 間 外 勤

務 手 当 を 支 給 す る こ と を 要 し な い 。  

7 (略 ) 7 (略 ) 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(期 末 手 当 ) (期 末 手 当 ) 

第 17条  (略 ) 第 17条  (略 ) 

2  期 末 手 当 の 額 は 、 期 末 手 当 基 礎 額 に

100分 の 120を 乗 じ て 得 た 額 に 基 準 日 以

前 6か 月 以 内 の 期 間 に お け る そ の 者 ＿ の

在 職 期 間 の 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応

じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得

た 額 と す る 。  

2  期 末 手 当 の 額 は 、 期 末 手 当 基 礎 額 に

100分 の 120を 乗 じ て 得 た 額 に 基 準 日 以

前 6か 月 以 内 の 期 間 に お け る 当 該 職 員 の

在 職 期 間 の 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応

じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得

た 額 と す る 。  
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(1)～ (4) (略 ) (1)～ (4) (略 ) 

3 再 任 用 職 員 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ に 対 す る

前 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中

「 100分 の 120」 と あ る の は 「 100分 の

67.5」 と す る 。  

3 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 に 対 す る

前 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中

「 100分 の 120」 と あ る の は 「 100分 の

67.5」 と す る 。  

4～ 6 (略 ) 4～ 6 (略 ) 

7  町 長 が 必 要 と 認 め る 場 合 は ＿ 、 第 2項

の 規 定 に よ る 期 末 手 当 の 額 を 増 額 す る

こ と が で き る 。  

7  町 長 が 必 要 と 認 め る 場 合 に は 、 第 2項

の 規 定 に よ る 期 末 手 当 の 額 を 増 額 す る

こ と が で き る 。  

第 17条 の 2 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す

る 者 に は 、 前 条 第 1項 の 規 定 に か か わ ら

ず 、 当 該 各 号 の 基 準 日 に 係 る 期 末 手 当

(第 4号 に 掲 げ る 者 に あ つ て は 、 そ の 支

給 を 一 時 差 し 止 め た 期 末 手 当 )は 、 支 給

し な い 。  

第 17条 の 2 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す

る 者 に は 、 前 条 第 1項 の 規 定 に か か わ ら

ず 、 当 該 各 号 の 基 準 日 に 係 る 期 末 手 当

(第 4号 に 掲 げ る 者 に あ つ て は 、 そ の 支

給 を 一 時 差 し 止 め た 期 末 手 当 )は 、 支 給

し な い 。  

(1) 基 準 日 か ら 当 該 基 準 日 に 対 応 す る

支 給 日 の 前 日 ま で の 間 に 地 方 公 務 員

法 第 29条 の 規 定 に よ る 懲 戒 免 職 の 処

分 を 受 け た 職 員  

(1) 基 準 日 か ら 当 該 基 準 日 に 対 応 す る

支 給 日 の 前 日 ま で の 間 に ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

法 第 29条 の 規 定 に よ る 懲 戒 免 職 の 処

分 を 受 け た 職 員  

(2) 基 準 日 か ら 当 該 基 準 日 に 対 応 す る

支 給 日 の 前 日 ま で の 間 に 地 方 公 務 員

法 第 28条 第 4項 の 規 定 に よ り 失 職 し た

職 員  

(2) 基 準 日 か ら 当 該 基 準 日 に 対 応 す る

支 給 日 の 前 日 ま で の 間 に ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

法 第 28条 第 4項 の 規 定 に よ り 失 職 し た

職 員  

(3)・ (4) (略 ) (3)・ (4) (略 ) 

第 17条 の 3 (略 ) 第 17条 の 3 (略 ) 

(勤 勉 手 当 ) (勤 勉 手 当 ) 

第 18条  勤 勉 手 当 は 、 6月 1日 及 び 12月 1日

(以 下 こ の 条 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ _に お い て こ

れ ら の 日 を 「 基 準 日 」 と い う 。 )に そ れ

ぞ れ 在 職 す る 職 員 に 対 し 、 基 準 日 以 前 6

か 月 以 内 の 期 間 に お け る そ の 者 ＿ の 勤

務 成 績 に 応 じ て 、 そ れ ぞ れ 基 準 日 の 属

す る 月 の 規 則 で 定 め る 日 に 支 給 す る 。

こ れ ら の 基 準 日 前 1か 月 以 内 に 退 職 し 、

又 は 死 亡 し た 職 員 (規 則 で 定 め る 職 員 を

除 く 。 )に つ い て も 同 様 と す る 。  

第 18条  勤 勉 手 当 は 、 6月 1日 及 び 12月 1日

(以 下 こ の 項 か ら 第 3項 ま で に お い て こ

れ ら の 日 を 「 基 準 日 」 と い う 。 )に そ れ

ぞ れ 在 職 す る 職 員 に 対 し 、 基 準 日 以 前 6

か 月 以 内 の 期 間 に お け る 当 該 職 員 の 勤

務 成 績 に 応 じ て 、 そ れ ぞ れ 基 準 日 の 属

す る 月 の 規 則 で 定 め る 日 に 支 給 す る 。

こ れ ら の 基 準 日 前 1か 月 以 内 に 退 職 し 、

又 は 死 亡 し た 職 員 (規 則 で 定 め る 職 員 を

除 く 。 )に つ い て も 同 様 と す る 。  

2 勤 勉 手 当 の 額 は 、 勤 勉 手 当 基 礎 額 に 、

任 命 権 者 が 規 則 で 定 め る 基 準 に 従 つ て

定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 こ

の 場 合 に お い て 、 任 命 権 者 が 支 給 す る

勤 勉 手 当 の 額 の 、 そ の 者 に 所 属 す る 次

2 勤 勉 手 当 の 額 は 、 勤 勉 手 当 基 礎 額 に 、

任 命 権 者 が 規 則 で 定 め る 基 準 に 従 つ て

定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 こ

の 場 合 に お い て 、 任 命 権 者 が 支 給 す る

勤 勉 手 当 の 額 の 、 そ の 者 に 所 属 す る 次
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の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 ご と の 総 額

は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 掲 げ る 額 を 超

え て は な ら な い 。  

の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 ご と の 総 額

は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 掲 げ る 額 を 超

え て は な ら な い 。  

(1) 前 項 の 職 員 の う ち 再 任 用 職 員 ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ 以 外 の 職 員  当 該 職 員

の 勤 勉 手 当 基 礎 額 に 当 該 職 員 が そ れ

ぞ れ の 基 準 日 現 在 (退 職 し 、 又 は 死 亡

し た 職 員 に あ つ て は 、 退 職 し 、 又 は

死 亡 し た 日 現 在 。 次 項 に お い て 同

じ 。 )に お い て 受 け る べ き 扶 養 手 当 の

月 額 及 び こ れ に 対 す る 地 域 手 当 の 月

額 の 合 計 額 を 加 算 し た 額 に 100分 の 95

を 乗 じ て 得 た 額 の 総 額  

(1) 前 項 の 職 員 の う ち 定 年 前 再 任 用 短

時 間 勤 務 職 員 以 外 の 職 員  当 該 職 員

の 勤 勉 手 当 基 礎 額 に 当 該 職 員 が そ れ

ぞ れ の 基 準 日 現 在 (退 職 し 、 又 は 死 亡

し た 職 員 に あ つ て は 、 退 職 し 、 又 は

死 亡 し た 日 現 在 。 次 項 に お い て 同

じ 。 )に お い て 受 け る べ き 扶 養 手 当 の

月 額 及 び こ れ に 対 す る 地 域 手 当 の 月

額 の 合 計 額 を 加 算 し た 額 に 100分 の 95

を 乗 じ て 得 た 額 の 総 額  

(2) 前 項 の 職 員 の う ち 再 任 用 職 員  当

該 再 任 用 職 員 の 勤 勉 手 当 基 礎 額 に 100

分 の 45を 乗 じ て 得 た 額 の 総 額 ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿  

(2) 前 項 の 職 員 の う ち 定 年 前 再 任 用 短

時 間 勤 務 職 員  当 該 定 年 前 再 任 用 短

時 間 勤 務 職 員 の 勤 勉 手 当 基 礎 額 に 100

分 の 45を 乗 じ て 得 た 額 の 総 額  

3～ 5 (略 ) 3～ 5 (略 ) 

第 18条 の 2 (略 ) 第 18条 の 2 (略 ) 

(再 任 用 職 員 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ 及 び 短 時

間 勤 務 職 員    に つ い て の 適 用 除 外 ) 

(定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 任 期

付 短 時 間 勤 務 職 員 に つ い て の 適 用 除 外 ) 

第 18条 の 3 第 7条 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ 、 第 8条 及 び 第 8条 の 3の 規 定 は 、

再 任 用 職 員 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ 及 び 地 方

公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 (平 成

3年 法 律 第 110号 )第 18条 第 1項 の 規 定 に

よ り 採 用 さ れ た 短 時 間 勤 務 職 員 に は 適

用 し な い 。  

第 18条 の 3 第 5条 第 5項 か ら 第 11項 ま で 、

第 7条 、 第 8条 及 び 第 8条 の 3の 規 定 は 、

定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 任 期

付 短 時 間 勤 務 職 員 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿  ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿        に は 適

用 し な い 。  

(休 職 者 の 給 与 ) (休 職 者 の 給 与 ) 

第 19条  職 員 が 公 務 上 負 傷 し 、 若 し く は

疾 病 に か か り 、 又 は 通 勤 (地 方 公 務 員 災

害 補 償 法 第 2条 第 2項 に 規 定 す る 通 勤 を

い う 。 )に よ り 負 傷 し 、 若 し く は 疾 病 に

か か り 地 方 公 務 員 法 第 28条 第 2項 第 1号

に 掲 げ る 事 由 に 該 当 し て 休 職 に さ れ た

と き は 、 そ の 休 職 期 間 中 こ れ に 給 与 の

全 額 を 支 給 す る 。  

第 19条  職 員 が 公 務 上 負 傷 し 、 若 し く は

疾 病 に か か り 、 又 は 通 勤 (地 方 公 務 員 災

害 補 償 法 第 2条 第 2項 に 規 定 す る 通 勤 を

い う 。 )に よ り 負 傷 し 、 若 し く は 疾 病 に

か か り 法 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ 第 28条 第 2項 第 1号

に 掲 げ る 事 由 に 該 当 し て 休 職 に さ れ た

と き は 、 そ の 休 職 期 間 中 こ れ に 給 与 の

全 額 を 支 給 す る 。  

2 職 員 が 結 核 性 疾 患 に か か り 地 方 公 務 員

法 第 28条 第 2項 第 1号 に 掲 げ る 事 由 に 該

当 し て 休 職 に さ れ た と き は 、 そ の 休 職

の 期 間 が 満 2年 に 達 す る ま で は 、 こ れ に

2 職 員 が 結 核 性 疾 患 に か か り 法 ＿ ＿ ＿ ＿

＿ 第 28条 第 2項 第 1号 に 掲 げ る 事 由 に 該

当 し て 休 職 に さ れ た と き は 、 そ の 休 職

の 期 間 が 満 2年 に 達 す る ま で は 、 こ れ に
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給 料 、 扶 養 手 当 、 地 域 手 当 、 住 居 手 当

及 び 期 末 手 当 の そ れ ぞ れ 100分 の 80を 支

給 す る こ と が で き る 。  

給 料 、 扶 養 手 当 、 地 域 手 当 、 住 居 手 当

及 び 期 末 手 当 の そ れ ぞ れ 100分 の 80を 支

給 す る こ と が で き る 。  

3  職 員 が 前 2項 以 外 の 心 身 の 故 障 に よ り

地 方 公 務 員 法 第 28条 第 2項 第 1号 に 掲 げ

る 事 由 に 該 当 し て 休 職 に さ れ た と き

は 、 そ の 休 職 の 期 間 が 満 1年 に 達 す る ま

で は 、 こ れ に 給 料 、 扶 養 手 当 、 地 域 手

当 、 住 居 手 当 及 び 期 末 手 当 の そ れ ぞ れ

100分 の 80を 支 給 す る こ と が で き る 。  

3  職 員 が 前 2項 以 外 の 心 身 の 故 障 に よ り

法 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ 第 28条 第 2項 第 1号 に 掲 げ

る 事 由 に 該 当 し て 休 職 に さ れ た と き

は 、 そ の 休 職 の 期 間 が 満 1年 に 達 す る ま

で は 、 こ れ に 給 料 、 扶 養 手 当 、 地 域 手

当 、 住 居 手 当 及 び 期 末 手 当 の そ れ ぞ れ

100分 の 80を 支 給 す る こ と が で き る 。  

4 職 員 が 地 方 公 務 員 法 第 28条 第 2項 第 2号

に 掲 げ る 事 由 に 該 当 し て 休 職 に さ れ た

と き は 、 そ の 休 職 の 期 間 中 こ れ に 給

料 、 扶 養 手 当 、 地 域 手 当 及 び 住 居 手 当

の そ れ ぞ れ 100分 の 60以 内 を 支 給 す る こ

と が で き る 。  

4 職 員 が 法 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ 第 28条 第 2項 第 2号

に 掲 げ る 事 由 に 該 当 し て 休 職 に さ れ た

と き は 、 そ の 休 職 の 期 間 中 こ れ に 給

料 、 扶 養 手 当 、 地 域 手 当 及 び 住 居 手 当

の そ れ ぞ れ 100分 の 60以 内 を 支 給 す る こ

と が で き る 。  

5  地 方 公 務 員 法 第 28条 第 2項 の 規 定 に よ

り 休 職 に さ れ た 職 員 に は 、 別 段 の 定 め

が な い 限 り 前 各 項 に 定 め る 給 与 を 除 く

ほ か 、 い か な る 給 与 も 支 給 し な い 。  

5  法 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ 第 28条 第 2項 の 規 定 に よ

り 休 職 に さ れ た 職 員 に は 、 別 段 の 定 め

が な い 限 り 前 各 項 に 定 め る 給 与 を 除 く

ほ か 、 い か な る 給 与 も 支 給 し な い 。  

6 地 方 公 務 員 法 第 55条 の 2第 1項 た だ し 書

の 許 可 を 受 け た 職 員 に は 、 そ の 許 可 が

効 力 を 有 す る 間 は 、 い か な る 給 与 も 支

給 し な い 。  

6 法 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ 第 55条 の 2第 1項 た だ し 書

の 許 可 を 受 け た 職 員 に は 、 そ の 許 可 が

効 力 を 有 す る 間 は 、 い か な る 給 与 も 支

給 し な い 。  

7・ 8 (略 ) 7・ 8 (略 ) 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(制 定 附 則 ) (制 定 附 則 ) 

附  則  附  則  

1～ 18 (略 ) 1～ 18 (略 ) 

(加 え る ) 19  職 員 の 給 料 月 額 は 、 当 分 の 間 、 当 該

職 員 が 60歳 に 達 し た 日 後 に お け る 最 初

の 4月 1日 (附 則 第 21項 に お い て 「 特 定

日 」 と い う 。 )以 後 、 当 該 職 員 に 適 用 さ

れ る 給 料 表 の 給 料 月 額 の う ち 、 第 5条 第

1項 の 規 定 に よ り 当 該 職 員 の 属 す る 職 務

の 級 並 び に 同 条 第 2項 か ら 第 4項 ま で 及

び 同 条 第 6項 か ら 第 8項 ま で の 規 定 に よ

り 当 該 職 員 の 受 け る 号 給 に 応 じ た 額 に

100分 の 70を 乗 じ て 得 た 額 (当 該 額 に 、

50円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を

切 り 捨 て て 得 た 額 、 50円 以 上 100円 未 満
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の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 100円 に 切

り 上 げ て 得 た 額 )と す る 。  

 20  前 項 の 規 定 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 に は

適 用 し な い 。  

 (1) 臨 時 的 任 用 職 員 そ の 他 の 法 令 に よ

り 任 期 を 定 め て 任 用 さ れ る 職 員 及 び

常 勤 を 要 し な い 職 員  

 (2) 寒 川 町 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例

(昭 和 59年 寒 川 町 条 例 第 22号 )第 9条 第

1項 又 は 第 2項 の 規 定 に よ り 法 第 28条

の 2第 1項 に 規 定 す る 異 動 期 間 (同 条 例

第 9条 第 1項 又 は 第 2項 の 規 定 に よ り 延

長 さ れ た 期 間 を 含 む 。 )を 延 長 さ れ た

同 条 例 第 6条 に 規 定 す る 職 を 占 め る 職

員  

 (3) 寒 川 町 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例

第 4条 第 1項 又 は 第 2項 の 規 定 に よ り 勤

務 し て い る 職 員 (同 条 例 第 2条 に 規 定

す る 定 年 退 職 日 に お い て 前 項 の 規 定

が 適 用 さ れ て い た 職 員 を 除 く 。 ) 

 21  法 第 28条 の 2第 4項 に 規 定 す る 他 の 職

へ の 降 任 等 を さ れ た 職 員 で あ っ て 、 当

該 他 の 職 へ の 降 任 等 を さ れ た 日 (以 下 こ

の 項 及 び 附 則 第 23 項 に お い て 「 異 動

日 」 と い う 。 )の 前 日 か ら 引 き 続 き 同 一

の 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 の う ち 、

特 定 日 に 附 則 第 19項 の 規 定 に よ り 当 該

職 員 の 受 け る 給 料 月 額 (以 下 こ の 項 に お

い て 「 特 定 日 給 料 月 額 」 と い う 。 )が 異

動 日 の 前 日 に 当 該 職 員 が 受 け て い た 給

料 月 額 に 100分 の 70を 乗 じ て 得 た 額 (当

該 額 に 、 50円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き

は こ れ を 切 り 捨 て て 得 た 額 、 50円 以 上

100円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を

100円 に 切 り 上 げ て 得 た 額 )(以 下 こ の 項

に お い て 「 基 礎 給 料 月 額 」 と い う 。 )に

達 し な い こ と と な る 職 員 (規 則 で 定 め る

職 員 を 除 く 。 )に は 、 当 分 の 間 、 特 定 日

以 後 、 附 則 第 19項 の 規 定 に よ り 当 該 職

員 の 受 け る 給 料 月 額 の ほ か 、 基 礎 給 料

月 額 と 特 定 日 給 料 月 額 と の 差 額 に 相 当
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す る 額 を 給 料 と し て 支 給 す る 。  

 22  前 項 の 規 定 に よ る 給 料 の 額 と 当 該 給

料 を 支 給 さ れ る 職 員 の 受 け る 給 料 月 額

と の 合 計 額 が 第 5条 第 1項 の 規 定 に よ り

当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最

高 の 号 給 の 給 料 月 額 を 超 え る 場 合 に お

け る 前 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同

項 中 「 基 礎 給 料 月 額 と 特 定 日 給 料 月

額 」 と あ る の は 、 「 第 5条 第 1項 の 規 定

に よ り 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に お

け る 最 高 の 号 給 の 給 料 月 額 と 当 該 職 員

の 受 け る 給 料 月 額 」 と す る 。  

 23  異 動 日 の 前 日 か ら 引 き 続 き 給 料 表 の

適 用 を 受 け る 職 員 (附 則 第 19項 の 規 定 の

適 用 を 受 け る 職 員 に 限 り 、 附 則 第 21項

に 規 定 す る 職 員 を 除 く 。 )で あ っ て 、 同

項 の 規 定 に よ る 給 料 を 支 給 さ れ る 職 員

と の 権 衡 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 職

員 に は 、 当 分 の 間 、 当 該 職 員 の 受 け る

給 料 月 額 の ほ か 、 規 則 で 定 め る と こ ろ

に よ り 、 前 2項 の 規 定 に 準 じ て 算 出 し た

額 を 給 料 と し て 支 給 す る 。  

 24  附 則 第 21項 又 は 前 項 の 規 定 に よ る 給

料 を 支 給 さ れ る 職 員 以 外 の 附 則 第 19項

の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 で あ っ て 、

任 用 の 事 情 を 考 慮 し て 当 該 給 料 を 支 給

さ れ る 職 員 と の 権 衡 上 必 要 が あ る と 認

め ら れ る 職 員 に は 、 当 分 の 間 、 当 該 職

員 の 受 け る 給 料 月 額 の ほ か 、 規 則 で 定

め る と こ ろ に よ り 、 前 3項 の 規 定 に 準 じ

て 算 出 し た 額 を 給 料 と し て 支 給 す る 。  

 25  附 則 第 19項 か ら 前 項 ま で に 定 め る も

の の ほ か 、 附 則 第 19項 の 規 定 に よ る 給

料 月 額 、 附 則 第 21項 の 規 定 に よ る 給 料

そ の 他 附 則 第 19項 か ら 前 項 ま で の 規 定

の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 規 則 で 定

め る 。  
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～ 略 ～  ～ 略 ～  

別 表 第 1(第 4条 関 係 ) 別 表 第 1(第 4条 関 係 ) 

(略 ) 

再

任

用

職

員

以

外

の

職

員

      

      

(略 ) 

再

任

用

職

員  

 14

9,

10

0 

18

5,

80

0 

21

3,

40

0 

24

0,

50

0 

25

7,

60

0 

27

7,

80

0 

29

3,

20

0 

31

9,

10

0 

 

(略 ) 

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

以

外

の

職

員  

(略 ) 

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員  

 基

準  

給

料

月

額  

基

準  

給

料

月

額  

基

準  

給

料

月

額  

基

準  

給

料

月

額  

基

準  

給

料

月

額  

基

準  

給

料

月

額  

基

準  

給

料

月

額  

基

準  

給

料

月

額  

 円  

14

9,

10

0 

円  

18

5,

80

0 

円  

2

1

3

,

4

0

0 

円  

24

0,

50

0 

円  

25

7,

60

0 

円  

2

7

7

,

8

0

0 

円  

29

3,

20

0 

円  

31

9,

10

0 

 

別 表 第 2(第 4条 関 係 ) 別 表 第 2(第 4条 関 係 ) 

(略 ) (略 ) 

定 年

前 再
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再 任

用 職

員 以

外 の

職 員  

      

再 任

用 職

員  

 149

,10

0 

185

,80

0 

213

,40

0 

240

,50

0 

257

,60

0 

 

任 用

短 時

間 勤

務 職

員 以

外 の

職 員  

定 年

前 再

任 用

短 時

間 勤

務 職

員  

 基

準  

給

料

月

額  

基

準  

給

料

月

額  

基

準  

給

料

月

額  

基

準  

給

料

月

額  

基

準  

給

料

月

額  

 円  

149

,10

0 

円  

185

,80

0 

円  

213

,40

0 

円  

240

,50

0 

円  

257

,60

0 
 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

 

 

 

(第 9条 関 係 )寒 川 町 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 与 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(パ ー ト タ イ ム 会 計 年 度 任 用 職 員 の 通 勤

に 係 る 費 用 弁 償 ) 

(パ ー ト タ イ ム 会 計 年 度 任 用 職 員 の 通 勤

に 係 る 費 用 弁 償 ) 

第 30条  (略 ) 第 30条  (略 ) 

2  通 勤 に 係 る 費 用 弁 償 の 額 (そ の 支 給 の

単 位 と な る 一 定 の 期 間 に お け る 通 勤 の

回 数 が 少 な い 者 に つ い て の 減 額 の 措 置

を 含 む 。 )、 支 給 日 及 び 返 納 に つ い て

は 、 給 与 条 例 第 9条 第 3項 か ら 第 7項 ま で

の 規 定 の 例 に よ る 。 こ の 場 合 に お い

て 、 同 条 第 3項 第 2号 中 「 支 給 単 位 期 間

に つ き 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 額 (再 任 用

短 時 間 勤 務 職 員 ＿ ＿ ＿ 又 は 任 期 付 短 時

間 勤 務 職 員 の う ち 、 支 給 単 位 期 間 当 た

り の 通 勤 回 数 を 考 慮 し て 規 則 で 定 め る

職 員 に あ つ て は 、 そ の 額 か ら 、 そ の 額

に 規 則 で 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 を

2 通 勤 に 係 る 費 用 弁 償 の 額 (そ の 支 給 の

単 位 と な る 一 定 の 期 間 に お け る 通 勤 の

回 数 が 少 な い 者 に つ い て の 減 額 の 措 置

を 含 む 。 )、 支 給 日 及 び 返 納 に つ い て

は 、 給 与 条 例 第 9条 第 3項 か ら 第 7項 ま で

の 規 定 の 例 に よ る 。 こ の 場 合 に お い

て 、 同 条 第 3項 第 2号 中 「 支 給 単 位 期 間

に つ き 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 額 (定 年 前

再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 又 は 任 期 付 短 時

間 勤 務 職 員 の う ち 、 支 給 単 位 期 間 当 た

り の 通 勤 回 数 を 考 慮 し て 規 則 で 定 め る

職 員 に あ つ て は 、 そ の 額 か ら 、 そ の 額

に 規 則 で 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 を
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減 じ た 額 )」 と あ る の は 、 「 寒 川 町 会 計

年 度 任 用 職 員 の 給 与 及 び 費 用 弁 償 に 関

す る 条 例 (令 和 元 年 寒 川 町 条 例 第 15号 )

第 18条 第 2項 又 は 第 3項 に 規 定 す る 会 計

年 度 任 用 職 員 に あ っ て は 、 一 の 通 勤 に

つ き そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 額 を 21で 除 し

て 得 た 額 (そ の 額 に 10円 未 満 の 端 数 が あ

る と き は 、 こ れ を 10 円 に 切 り 上 げ た

額 )」 と 、 同 条 第 4項 中 「 支 給 単 位 期 間

に 係 る 最 初 の 月 の 規 則 で 定 め る 日 」 と

あ る の は 、 「 規 則 で 定 め る 日 」 と す

る 。  

減 じ た 額 )」 と あ る の は 、 「 寒 川 町 会 計

年 度 任 用 職 員 の 給 与 及 び 費 用 弁 償 に 関

す る 条 例 (令 和 元 年 寒 川 町 条 例 第 15号 )

第 18条 第 2項 又 は 第 3項 に 規 定 す る 会 計

年 度 任 用 職 員 に あ っ て は 、 一 の 通 勤 に

つ き そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 額 を 21で 除 し

て 得 た 額 (そ の 額 に 10円 未 満 の 端 数 が あ

る と き は 、 こ れ を 10 円 に 切 り 上 げ た

額 )」 と 、 同 条 第 4項 中 「 支 給 単 位 期 間

に 係 る 最 初 の 月 の 規 則 で 定 め る 日 」 と

あ る の は 、 「 規 則 で 定 め る 日 」 と す

る 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

 

 

 

(改 正 附 則 )

現 行  改 正 案  

    附  則  

 (施 行 期 日 ) 

 第 1条  こ の 条 例 は 、 令 和 5年 4月 1日 か ら

施 行 す る 。 た だ し 、 附 則 第 11条 の 規 定

は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 (勤 務 延 長 に 関 す る 経 過 措 置 ) 

 第 2条  任 命 権 者 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日

(以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 )前 に こ の 条

例 に よ る 改 正 前 の 寒 川 町 職 員 の 定 年 等

に 関 す る 条 例 (以 下 「 旧 定 年 条 例 」 と い

う 。 )第 4条 第 1項 又 は 第 2項 の 規 定 に よ

り 勤 務 す る こ と と さ れ 、 か つ 、 旧 条 例

勤 務 延 長 期 限 (同 条 第 1項 の 期 限 又 は 同

条 第 2項 の 規 定 に よ り 延 長 さ れ た 期 限 を

い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 )が 施

行 日 以 後 に 到 来 す る 職 員 (以 下 こ の 項 に

お い て 「 旧 条 例 勤 務 延 長 職 員 」 と い

う 。 )に つ い て 、 旧 条 例 勤 務 延 長 期 限 又

は こ の 項 の 規 定 に よ り 延 長 さ れ た 期 限

が 到 来 す る 場 合 に お い て 、 こ の 条 例 に

よ る 改 正 後 の 寒 川 町 職 員 の 定 年 等 に 関

す る 条 例 ( 以 下 「 新 定 年 条 例 」 と い

う 。 )第 4条 第 1項 各 号 に 掲 げ る 事 由 が あ
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る と 認 め る と き は 、 こ れ ら の 期 限 の 翌

日 か ら 起 算 し て 1年 を 超 え な い 範 囲 内 で

期 限 を 延 長 す る こ と が で き る 。 た だ

し 、 当 該 期 限 は 、 当 該 旧 条 例 勤 務 延 長

職 員 に 係 る 旧 定 年 条 例 第 2条 に 規 定 す る

定 年 退 職 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 3年 を 超

え る こ と が で き な い 。  

 2 任 命 権 者 は 、 基 準 日 (施 行 日 、 令 和 7年

4月 1日 、 令 和 9年 4月 1日 、 令 和 11年 4月 1

日 及 び 令 和 13年 4月 1日 を い う 。 以 下 こ

の 項 に お い て 同 じ 。 )か ら 基 準 日 の 翌 年

の 3月 31日 ま で の 間 、 基 準 日 に お け る 新

条 例 定 年 (新 定 年 条 例 第 3条 に 規 定 す る

定 年 を い う 。 以 下 同 じ 。 )が 基 準 日 の 前

日 に お け る 新 条 例 定 年 (基 準 日 が 施 行 日

で あ る 場 合 に は 、 施 行 日 の 前 日 に お け

る 旧 定 年 条 例 第 3条 に 規 定 す る 定 年 )を

超 え る 職 及 び こ れ に 相 当 す る 基 準 日 以

後 に 設 置 さ れ た 職 そ の 他 の 規 則 で 定 め

る 職 に 、 基 準 日 か ら 基 準 日 の 翌 年 の 3月

31日 ま で の 間 に 新 定 年 条 例 第 4条 第 1項

若 し く は 第 2項 の 規 定 、 地 方 公 務 員 法 の

一 部 を 改 正 す る 法 律 (令 和 3年 法 律 第 63

号 。 以 下 「 令 和 3年 改 正 法 」 と い う 。 )

附 則 第 3条 第 5項 又 は 前 項 の 規 定 に よ り

勤 務 し て い る 職 員 の う ち 、 基 準 日 の 前

日 に お い て 同 日 に お け る 当 該 職 に 係 る

新 条 例 定 年 (基 準 日 が 施 行 日 で あ る 場 合

に は 、 施 行 日 の 前 日 に お け る 旧 定 年 条

例 第 3条 に 規 定 す る 定 年 )に 達 し て い る

職 員 (当 該 規 則 で 定 め る 職 に あ っ て は 、

規 則 で 定 め る 職 員 )を 、 昇 任 し 、 降 任

し 、 又 は 転 任 す る こ と が で き な い 。  

 3  新 定 年 条 例 第 4条 第 3項 か ら 第 4項 ま で

の 規 定 は 、 第 1項 の 規 定 に よ る 勤 務 に つ

い て 準 用 す る 。  

 (定 年 退 職 者 等 の 再 任 用 に 関 す る 経 過 措

置 ) 

 第 3条  任 命 権 者 は 、 次 に 掲 げ る 者 の う

ち 、 年 齢 65年 に 達 す る 日 以 後 に お け る

最 初 の 3月 31日 (以 下 こ の 条 か ら 附 則 第 6
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条 ま で に お い て 「 特 定 年 齢 到 達 年 度 の

末 日 」 と い う 。 )ま で の 間 に あ る 者 で あ

っ て 、 当 該 者 を 採 用 し よ う と す る 常 時

勤 務 を 要 す る 職 に 係 る 旧 条 例 定 年 (旧 定

年 条 例 第 3条 に 規 定 す る 定 年 を い う 。 以

下 同 じ 。 )(施 行 日 以 後 に 新 た に 設 置 さ

れ た 職 及 び 施 行 日 以 後 に 組 織 の 変 更 等

に よ り 名 称 が 変 更 さ れ た 職 に あ っ て

は 、 当 該 職 が 施 行 日 の 前 日 に 設 置 さ れ

て い た も の と し た 場 合 に お け る 旧 条 例

定 年 に 準 じ た 当 該 職 に 係 る 年 齢 。 次 条

第 1項 に お い て 同 じ 。 )に 達 し て い る 者

を 、 従 前 の 勤 務 実 績 そ の 他 の 規 則 で 定

め る 情 報 に 基 づ く 選 考 に よ り 、 1年 を 超

え な い 範 囲 内 で 任 期 を 定 め 、 当 該 常 時

勤 務 を 要 す る 職 に 採 用 す る こ と が で き

る 。  

 (1)  施 行 日 前 に 旧 定 年 条 例 第 2条 の 規

定 に よ り 退 職 し た 者  

 (2) 旧 定 年 条 例 第 4条 第 1項 若 し く は 第

2項 、 令 和 3年 改 正 法 附 則 第 3条 第 5項

又 は 前 条 第 1項 の 規 定 に よ り 勤 務 し た

後 退 職 し た 者  

 (3) 25年 以 上 勤 続 し て 施 行 日 前 に 退 職

し た 者 (前 2号 に 掲 げ る 者 を 除 く 。 )で

あ っ て 、 当 該 退 職 の 日 の 翌 日 か ら 起

算 し て 5年 を 経 過 す る 日 ま で の 間 に あ

る 者  

  (4) 25年 以 上 勤 続 し て 施 行 日 前 に 退 職

し た 者 (前 3号 に 掲 げ る 者 を 除 く 。 )で

あ っ て 、 当 該 退 職 の 日 の 翌 日 か ら 起

算 し て 5年 を 経 過 す る 日 ま で の 間 に 、

旧 地 方 公 務 員 法 再 任 用 (令 和 3年 改 正

法 に よ る 改 正 前 の 地 方 公 務 員 法 (昭 和

25年 法 律 第 261号 )第 28条 の 4第 1項 、

第 28条 の 5第 1項 又 は 第 28条 の 6第 1項

若 し く は 第 2項 の 規 定 に よ り 採 用 す る

こ と を い う 。 )又 は 暫 定 再 任 用 (こ の

項 若 し く は 次 項 、 次 条 第 1項 若 し く は

第 2項 、 附 則 第 5条 第 1項 若 し く は 第 2

項 又 は 附 則 第 6条 第 1項 若 し く は 第 2項
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の 規 定 に よ り 採 用 す る こ と を い う 。

次 項 第 6号 に お い て 同 じ 。 )を さ れ た

こ と が あ る 者  

 2  令 和 14年 3月 31日 ま で の 間 、 任 命 権 者

は 、 次 に 掲 げ る 者 の う ち 、 特 定 年 齢 到

達 年 度 の 末 日 ま で の 間 に あ る 者 で あ っ

て 、 当 該 者 を 採 用 し よ う と す る 常 時 勤

務 を 要 す る 職 に 係 る 新 条 例 定 年 に 達 し

て い る 者 を 、 従 前 の 勤 務 実 績 そ の 他 の

規 則 で 定 め る 情 報 に 基 づ く 選 考 に よ

り 、 1年 を 超 え な い 範 囲 内 で 任 期 を 定

め 、 当 該 常 時 勤 務 を 要 す る 職 に 採 用 す

る こ と が で き る 。  

  (1)  施 行 日 以 後 に 新 定 年 条 例 第 2条 の

規 定 に よ り 退 職 し た 者  

 (2) 施 行 日 以 後 に 新 定 年 条 例 第 4条 第 1

項 又 は 第 2項 の 規 定 に よ り 勤 務 し た 後

退 職 し た 者  

 (3) 施 行 日 以 後 に 新 定 年 条 例 第 12条 の

規 定 に よ り 採 用 さ れ た 者 の う ち 、 令

和 3年 改 正 法 に よ る 改 正 後 の 地 方 公 務

員 法 (以 下 「 新 地 方 公 務 員 法 」 と い

う 。 )第 22条 の 4第 3項 に 規 定 す る 任 期

が 満 了 し た こ と に よ り 退 職 し た 者  

  (4) 施 行 日 以 後 に 新 定 年 条 例 第 13条 第

1項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 者 の う

ち 、 新 地 方 公 務 員 法 第 22条 の 5第 3項

に お い て 準 用 す る 新 地 方 公 務 員 法 第

22条 の 4第 3項 に 規 定 す る 任 期 が 満 了

し た こ と に よ り 退 職 し た 者  

  (5) 25年 以 上 勤 続 し て 施 行 日 以 後 に 退

職 し た 者 ( 前 各 号 に 掲 げ る 者 を 除

く 。 )で あ っ て 、 当 該 退 職 の 日 の 翌 日

か ら 起 算 し て 5年 を 経 過 す る 日 ま で の

間 に あ る 者  

  (6) 25年 以 上 勤 続 し て 施 行 日 以 後 に 退

職 し た 者 ( 前 各 号 に 掲 げ る 者 を 除

く 。 )で あ っ て 、 当 該 退 職 の 日 の 翌 日

か ら 起 算 し て 5年 を 経 過 す る 日 ま で の

間 に 、 暫 定 再 任 用 を さ れ た こ と が あ

る 者  
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 3  前 2項 の 任 期 又 は こ の 項 の 規 定 に よ り

更 新 さ れ た 任 期 は 、 1年 を 超 え な い 範 囲

内 で 更 新 す る こ と が で き る 。 た だ し 、

当 該 任 期 の 末 日 は 、 前 2項 の 規 定 に よ り

採 用 す る 者 又 は こ の 項 の 規 定 に よ り 任

期 を 更 新 す る 者 の 特 定 年 齢 到 達 年 度 の

末 日 以 前 で な け れ ば な ら な い 。  

 4  暫 定 再 任 用 職 員 (第 1項 若 し く は 第 2

項 、 次 条 第 1項 若 し く は 第 2項 、 附 則 第 5

条 第 1項 若 し く は 第 2項 又 は 附 則 第 6条 第

1項 若 し く は 第 2項 の 規 定 に よ り 採 用 さ

れ た 職 員 を い う 。 以 下 こ の 項 及 び 次 項

に お い て 同 じ 。 )の 前 項 の 規 定 に よ る 任

期 の 更 新 は 、 当 該 暫 定 再 任 用 職 員 の 当

該 更 新 直 前 の 任 期 に お け る 勤 務 実 績

が 、 当 該 暫 定 再 任 用 職 員 の 人 事 評 価 の

結 果 そ の 他 勤 務 の 状 況 を 示 す 事 実 に 基

づ き 良 好 で あ る 場 合 に 行 う こ と が で き

る 。  

 5 任 命 権 者 は 、 暫 定 再 任 用 職 員 の 任 期 を

更 新 す る 場 合 に は 、 あ ら か じ め 当 該 暫

定 再 任 用 職 員 の 同 意 を 得 な け れ ば な ら

な い 。  

 第 4条  任 命 権 者 は 、 前 条 第 1項 の 規 定 に

よ る ほ か 、 組 合 (町 が 加 入 す る 地 方 公 共

団 体 の 組 合 を い う 。 次 項 及 び 附 則 第 6条

に お い て 同 じ 。 )に お け る 前 条 第 1項 各

号 に 掲 げ る 者 の う ち 、 特 定 年 齢 到 達 年

度 の 末 日 ま で の 間 に あ る 者 で あ っ て 、

当 該 者 を 採 用 し よ う と す る 常 時 勤 務 を

要 す る 職 に 係 る 旧 条 例 定 年 に 達 し て い

る 者 を 、 従 前 の 勤 務 実 績 そ の 他 の 規 則

で 定 め る 情 報 に 基 づ く 選 考 に よ り 、 1年

を 超 え な い 範 囲 内 で 任 期 を 定 め 、 当 該

常 時 勤 務 を 要 す る 職 に 採 用 す る こ と が

で き る 。  

 2  令 和 14年 3月 31日 ま で の 間 、 任 命 権 者

は 、 前 条 第 2項 の 規 定 に よ る ほ か 、 組 合

に お け る 同 項 各 号 に 掲 げ る 者 の う ち 、

特 定 年 齢 到 達 年 度 の 末 日 ま で の 間 に あ

る 者 で あ っ て 、 当 該 者 を 採 用 し よ う と
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す る 常 時 勤 務 を 要 す る 職 に 係 る 新 条 例

定 年 に 達 し て い る 者 を 、 従 前 の 勤 務 実

績 そ の 他 の 規 則 で 定 め る 情 報 に 基 づ く

選 考 に よ り 、 1年 を 超 え な い 範 囲 内 で 任

期 を 定 め 、 当 該 常 時 勤 務 を 要 す る 職 に

採 用 す る こ と が で き る 。  

 3 前 2項 の 場 合 に お い て は 、 前 条 第 3項 か

ら 第 5項 ま で の 規 定 を 準 用 す る 。  

 第 5条  任 命 権 者 は 、 新 地 方 公 務 員 法 第 22

条 の 4第 4項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 附 則

第 3条 第 1項 各 号 に 掲 げ る 者 の う ち 、 特

定 年 齢 到 達 年 度 の 末 日 ま で の 間 に あ る

者 で あ っ て 、 当 該 者 を 採 用 し よ う と す

る 短 時 間 勤 務 の 職 (新 定 年 条 例 第 12条 に

規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を い う 。 以 下

同 じ 。 )に 係 る 旧 条 例 定 年 相 当 年 齢 (短

時 間 勤 務 の 職 を 占 め る 職 員 が 、 常 時 勤

務 を 要 す る 職 で そ の 職 務 が 当 該 短 時 間

勤 務 の 職 と 同 種 の 職 を 占 め て い る も の

と し た 場 合 に お け る 旧 条 例 定 年 (施 行 日

以 後 に 新 た に 設 置 さ れ た 短 時 間 勤 務 の

職 及 び 施 行 日 以 後 に 組 織 の 変 更 等 に よ

り 名 称 が 変 更 さ れ た 短 時 間 勤 務 の 職 に

あ っ て は 、 当 該 職 が 施 行 日 の 前 日 に 設

置 さ れ て い た も の と し た 場 合 に お い

て 、 当 該 職 を 占 め る 職 員 が 、 常 時 勤 務

を 要 す る 職 で そ の 職 務 が 当 該 職 と 同 種

の 職 を 占 め て い る も の と し た と き に お

け る 旧 条 例 定 年 に 準 じ た 当 該 職 に 係 る

年 齢 ) を い う 。 次 条 第 1 項 に お い て 同

じ 。 )に 達 し て い る 者 を 、 従 前 の 勤 務 実

績 そ の 他 の 規 則 で 定 め る 情 報 に 基 づ く

選 考 に よ り 、 1年 を 超 え な い 範 囲 内 で 任

期 を 定 め 、 当 該 短 時 間 勤 務 の 職 に 採 用

す る こ と が で き る 。  

 2  令 和 14年 3月 31日 ま で の 間 、 任 命 権 者

は 、 新 地 方 公 務 員 法 第 22条 の 4第 4項 の

規 定 に か か わ ら ず 、 附 則 第 3条 第 2項 各

号 に 掲 げ る 者 の う ち 、 特 定 年 齢 到 達 年

度 の 末 日 ま で の 間 に あ る 者 で あ っ て 、

当 該 者 を 採 用 し よ う と す る 短 時 間 勤 務
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の 職 に 係 る 新 条 例 定 年 相 当 年 齢 (短 時 間

勤 務 の 職 を 占 め る 職 員 が 、 常 時 勤 務 を

要 す る 職 で そ の 職 務 が 当 該 短 時 間 勤 務

の 職 と 同 種 の 職 を 占 め て い る も の と し

た 場 合 に お け る 新 条 例 定 年 を い う 。 次

条 第 2 項 及 び 附 則 第 10 条 に お い て 同

じ 。 )に 達 し て い る 者 (新 定 年 条 例 第 12

条 の 規 定 に よ り 当 該 短 時 間 勤 務 の 職 に

採 用 す る こ と が で き る 者 を 除 く 。 )を 、

従 前 の 勤 務 実 績 そ の 他 の 規 則 で 定 め る

情 報 に 基 づ く 選 考 に よ り 、 1年 を 超 え な

い 範 囲 内 で 任 期 を 定 め 、 当 該 短 時 間 勤

務 の 職 に 採 用 す る こ と が で き る 。  

 3 前 2項 の 場 合 に お い て は 、 附 則 第 3条 第

3項 か ら 第 5項 ま で の 規 定 を 準 用 す る 。  

 第 6条  任 命 権 者 は 、 前 条 第 1項 の 規 定 に

よ る ほ か 、 新 地 方 公 務 員 法 第 22条 の 5第

3項 に お い て 準 用 す る 新 地 方 公 務 員 法 第

22条 の 4第 4項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 組

合 に お け る 附 則 第 3条 第 1項 各 号 に 掲 げ

る 者 の う ち 、 特 定 年 齢 到 達 年 度 の 末 日

ま で の 間 に あ る 者 で あ っ て 、 当 該 者 を

採 用 し よ う と す る 短 時 間 勤 務 の 職 に 係

る 旧 条 例 定 年 相 当 年 齢 に 達 し て い る 者

を 、 従 前 の 勤 務 実 績 そ の 他 の 規 則 で 定

め る 情 報 に 基 づ く 選 考 に よ り 、 1年 を 超

え な い 範 囲 内 で 任 期 を 定 め 、 当 該 短 時

間 勤 務 の 職 に 採 用 す る こ と が で き る 。  

 2  令 和 14年 3月 31日 ま で の 間 、 任 命 権 者

は 、 前 条 第 2項 の 規 定 に よ る ほ か 、 新 地

方 公 務 員 法 第 22条 の 5第 3項 に お い て 準

用 す る 新 地 方 公 務 員 法 第 22条 の 4第 4項

の 規 定 に か か わ ら ず 、 組 合 に お け る 附

則 第 3条 第 2項 各 号 に 掲 げ る 者 の う ち 、

特 定 年 齢 到 達 年 度 の 末 日 ま で の 間 に あ

る 者 で あ っ て 、 当 該 者 を 採 用 し よ う と

す る 短 時 間 勤 務 の 職 に 係 る 新 条 例 定 年

相 当 年 齢 に 達 し て い る 者 (新 定 年 条 例 第

13条 第 1項 の 規 定 に よ り 当 該 短 時 間 勤 務

の 職 に 採 用 す る こ と が で き る 者 を 除

く 。 )を 、 従 前 の 勤 務 実 績 そ の 他 の 規 則
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で 定 め る 情 報 に 基 づ く 選 考 に よ り 、 1年

を 超 え な い 範 囲 内 で 任 期 を 定 め 、 当 該

短 時 間 勤 務 の 職 に 採 用 す る こ と が で き

る 。  

 3 前 2項 の 場 合 に お い て は 、 附 則 第 3条 第

3項 か ら 第 5項 ま で の 規 定 を 準 用 す る 。  

  (令 和 3年 改 正 法 附 則 第 8条 第 3項 の 条 例

で 定 め る 職 及 び 年 齢 ) 

 第 7条  令 和 3年 改 正 法 附 則 第 8条 第 3項 の

条 例 で 定 め る 職 は 、 次 に 掲 げ る 職 と す

る 。  

  (1) 施 行 日 以 後 に 新 た に 設 置 さ れ た 職  

  (2) 施 行 日 以 後 に 組 織 の 変 更 等 に よ り

名 称 が 変 更 さ れ た 職  

 2  令 和 3年 改 正 法 附 則 第 8条 第 3項 の 条 例

で 定 め る 年 齢 は 、 前 項 に 規 定 す る 職 が

施 行 日 の 前 日 に 設 置 さ れ て い た も の と

し た 場 合 に お け る 旧 定 年 条 例 第 3条 に 規

定 す る 定 年 に 準 じ た 当 該 職 に 係 る 年 齢

と す る 。  

 (令 和 3年 改 正 法 附 則 第 8条 第 4項 の 規 定

に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 新 地 方 公 務

員 法 第 22条 の 4第 4項 の 条 で 定 め る 職 及

び 年 齢 ) 

 第 8条  令 和 3年 改 正 法 附 則 第 4条 か ら 第 7

条 ま で の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 に お け

る 令 和 3年 改 正 法 附 則 第 8条 第 4項 の 規 定

に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 新 地 方 公 務

員 法 第 22条 の 4第 4項 の 条 例 で 定 め る 職

は 、 次 に 掲 げ る 職 と す る 。  

  (1) 施 行 日 以 後 に 新 た に 設 置 さ れ た 短

時 間 勤 務 の 職  

  (2) 施 行 日 以 後 に 組 織 の 変 更 等 に よ り

名 称 が 変 更 さ れ た 短 時 間 勤 務 の 職  

 2  令 和 3年 改 正 法 附 則 第 4条 か ら 第 7条 ま

で の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 に お け る 令

和 3年 改 正 法 附 則 第 8条 第 4項 の 規 定 に よ

り 読 み 替 え て 適 用 す る 新 地 方 公 務 員 法

第 22 条 の 4 第 4 項 の 条 例 で 定 め る 年 齢

は 、 前 項 に 規 定 す る 職 が 施 行 日 の 前 日

に 設 置 さ れ て い た も の と し た 場 合 に お
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い て 、 当 該 職 を 占 め る 職 員 が 、 常 時 勤

務 を 要 す る 職 で そ の 職 務 が 前 項 に 規 定

す る 職 と 同 種 の 職 を 占 め て い る も の と

し た と き に お け る 旧 条 例 定 年 に 準 じ た

前 項 に 規 定 す る 職 に 係 る 年 齢 と す る 。  

  (令 和 3年 改 正 法 附 則 第 8条 第 5項 の 条 例

で 定 め る 職 並 び に 条 例 で 定 め る 者 及 び

職 員 ) 

 第 9条  令 和 3年 改 正 法 附 則 第 8条 第 5項 の

条 例 で 定 め る 職 は 、 次 に 掲 げ る 職 の う

ち 、 当 該 職 が 基 準 日 (附 則 第 3条 か ら 第 6

条 ま で の 規 定 が 適 用 さ れ る 間 に お け る

各 年 の 4月 1日 (施 行 日 を 除 く 。 ) を い

う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 )の 前 日

に 設 置 さ れ て い た も の と し た 場 合 に お

い て 、 基 準 日 に お け る 新 条 例 定 年 が 基

準 日 の 前 日 に お け る 新 条 例 定 年 を 超 え

る 職 と す る 。  

 (1) 基 準 日 以 後 に 新 た に 設 置 さ れ た 職

(短 時 間 勤 務 の 職 を 含 む 。 ) 

  (2) 基 準 日 以 後 に 組 織 の 変 更 等 に よ り

名 称 が 変 更 さ れ た 職 (短 時 間 勤 務 の 職

を 含 む 。 ) 

 2  令 和 3年 改 正 法 附 則 第 8条 第 5項 の 条 例

で 定 め る 者 は 、 前 項 に 規 定 す る 職 が 基

準 日 の 前 日 に 設 置 さ れ て い た も の と し

た 場 合 に お い て 、 同 日 に お け る 当 該 職

に 係 る 新 条 例 定 年 に 達 し て い る 者 と す

る 。  

 3  令 和 3年 改 正 法 附 則 第 8条 第 5項 の 条 例

で 定 め る 職 員 は 、 第 1項 に 規 定 す る 職 が

基 準 日 の 前 日 に 設 置 さ れ て い た も の と

し た 場 合 に お い て 、 同 日 に お け る 当 該

職 に 係 る 新 条 例 定 年 に 達 し て い る 職 員

と す る 。  

  (定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 に 関 す る

経 過 措 置 ) 

 第 10条  任 命 権 者 は 、 基 準 日 (令 和 7年 4月

1日 、 令 和 9年 4月 1日 、 令 和 11年 4月 1日

及 び 令 和 13年 4月 1日 を い う 。 以 下 こ の

条 に お い て 同 じ 。 )か ら 基 準 日 の 翌 年 の
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3月 31日 ま で の 間 、 基 準 日 に お け る 新 条

例 定 年 相 当 年 齢 が 基 準 日 の 前 日 に お け

る 新 条 例 定 年 相 当 年 齢 を 超 え る 短 時 間

勤 務 の 職 (基 準 日 に お け る 新 条 例 定 年 相

当 年 齢 が 新 定 年 条 例 第 3条 に 規 定 す る 定

年 で あ る 短 時 間 勤 務 の 職 に 限 る 。 )及 び

こ れ に 相 当 す る 基 準 日 以 後 に 設 置 さ れ

た 短 時 間 勤 務 の 職 そ の 他 の 規 則 で 定 め

る 短 時 間 勤 務 の 職 (以 下 こ の 条 に お い て

「 新 条 例 原 則 定 年 相 当 年 齢 引 上 げ 短 時

間 勤 務 職 」 と い う 。 )に 、 基 準 日 の 前 日

ま で に 新 定 年 条 例 第 12条 に 規 定 す る 年

齢 60年 以 上 退 職 者 と な っ た 者 (基 準 日 前

か ら 新 定 年 条 例 第 4条 第 1項 又 は 第 2項 の

規 定 に よ り 勤 務 し た 後 基 準 日 以 後 に 退

職 を し た 者 を 含 む 。 )の う ち 基 準 日 の 前

日 に お い て 同 日 に お け る 当 該 新 条 例 原

則 定 年 相 当 年 齢 引 上 げ 短 時 間 勤 務 職 に

係 る 新 条 例 定 年 相 当 年 齢 に 達 し て い る

者 (当 該 規 則 で 定 め る 短 時 間 勤 務 の 職 に

あ っ て は 、 規 則 で 定 め る 者 )を 、 新 定 年

条 例 第 12条 又 は 第 13条 第 1項 の 規 定 に よ

り 採 用 す る こ と が で き ず 、 新 条 例 原 則

定 年 相 当 年 齢 引 上 げ 短 時 間 勤 務 職 に 、

新 定 年 条 例 第 12条 又 は 第 13条 第 1項 の 規

定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 (以 下 こ の 条 に

お い て 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職

員 」 と い う 。 )の う ち 基 準 日 の 前 日 に お

い て 同 日 に お け る 当 該 新 条 例 原 則 定 年

相 当 年 齢 引 上 げ 短 時 間 勤 務 職 に 係 る 新

条 例 定 年 相 当 年 齢 に 達 し て い る 定 年 前

再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 (当 該 規 則 で 定 め

る 短 時 間 勤 務 の 職 に あ っ て は 、 規 則 で

定 め る 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 )

を 、 昇 任 し 、 降 任 し 、 又 は 転 任 す る こ

と が で き な い 。  

 (令 和 3年 改 正 法 附 則 第 2条 第 3項 に 規 定

す る 条 例 で 定 め る 年 齢 ) 

 第 11条  令 和 3年 改 正 法 附 則 第 2条 第 3項 に

規 定 す る 条 例 で 定 め る 年 齢 は 、 年 齢 60

年 と す る 。  
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 (寒 川 町 公 益 的 法 人 等 へ の 職 員 の 派 遣 等

に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措

置 ) 

 第 12条  第 2条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 寒 川

町 公 益 的 法 人 等 へ の 職 員 の 派 遣 等 に 関

す る 条 例 第 2条 第 2項 第 1号 の 規 定 は 、 暫

定 再 任 用 職 員 (附 則 第 3条 又 は 附 則 第 4条

の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 を い う 。 )

に は 適 用 し な い 。  

 2 附 則 第 2条 第 1項 の 規 定 に よ る 期 限 の 延

長 を す る こ と と さ れ て い る 職 員 は 、 寒

川 町 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例 (昭 和 59

年 寒 川 町 条 例 第 22号 )第 4条 第 2項 の 規 定

に よ り 期 限 を 延 長 す る こ と と さ れ て い

る 職 員 と み な し て 、 改 正 後 の 寒 川 町 公

益 的 法 人 等 へ の 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る

条 例 の 規 定 を 適 用 す る 。  

  (寒 川 町 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す

る 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ) 

 第 13条  暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 (附 則

第 5条 又 は 第 6条 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ

た 職 員 を い う 。 )は 、 第 6条 の 規 定 に よ

る 改 正 後 の 寒 川 町 職 員 の 勤 務 時 間 、 休

暇 等 に 関 す る 条 例 (以 下 こ の 条 に お い

て 「 新 条 例 」 と い う 。 )第 2条 第 2項 に

規 定 す る 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員

と み な し て 、 新 条 例 の 規 定 を 適 用 す

る 。  

 (寒 川 町 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例

の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ) 

 第 14条  地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す

る 法 律 (平 成 3年 法 律 第 110号 )第 10条 に

規 定 す る 育 児 短 時 間 勤 務 (同 法 第 17条

の 規 定 に よ る 短 時 間 勤 務 を 含 む 。 )を

行 う 職 員 に 対 す る 寒 川 町 一 般 職 の 職 員

の 給 与 に 関 す る 条 例 附 則 第 19項 の 規 定

の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 ) と す

る 」 と あ る の は 、 「 )に 、 育 児 休 業 条

例 第 17条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ た

寒 川 町 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す

る 条 例 (平 成 11年 寒 川 町 条 例 第 4号 )第 2
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条 第 1項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 定 め ら

れ た 当 該 職 員 の 勤 務 時 間 を 同 項 に 規 定

す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を 乗 じ て

得 た 額 と す る 」 と す る 。  

  (寒 川 町 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条

例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ) 

 第 15条  第 8条 に よ る 改 正 後 の 寒 川 町 一 般

職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 (以 下 「 新

給 与 条 例 」 と い う 。 )附 則 第 19項 か ら 第

25項 ま で の 規 定 は 、 令 和 3年 改 正 法 附 則

第 3条 第 5項 又 は 第 6項 の 規 定 に よ り 勤 務

し て い る 職 員 に は 適 用 し な い 。  

 2  令 和 3年 改 正 法 附 則 第 9条 第 2項 に 規 定

す る 暫 定 再 任 用 職 員 (以 下 「 暫 定 再 任 用

職 員 」 と い う 。 )(令 和 3年 改 正 法 に よ る

改 正 後 の 地 方 公 務 員 法 第 22条 の 4第 1項

に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る 暫

定 再 任 用 職 員 (以 下 こ の 条 に お い て 「 暫

定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 )を

除 く 。 以 下 こ の 項 、 次 項 及 び 第 6項 に お

い て 同 じ 。 )の 給 料 月 額 は 、 当 該 暫 定 再

任 用 職 員 が 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職

員 で あ る も の と し た 場 合 に 適 用 さ れ る

寒 川 町 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条

例 第 4条 第 1項 に 規 定 す る 給 料 表 の 定 年

前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 の 欄 に 掲 げ る

基 準 給 料 月 額 の う ち 、 同 条 例 第 5条 第 1

項 の 規 定 に よ り 当 該 暫 定 再 任 用 職 員 の

属 す る 職 務 の 級 に 応 じ た 額 と す る 。  

 3 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律

第 10条 第 1項 に 規 定 す る 育 児 短 時 間 勤 務

(同 法 第 17条 の 規 定 に よ る 短 時 間 勤 務 を

含 む 。 )を し て い る 暫 定 再 任 用 職 員 に 対

す る 前 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同

項 中 「 と す る 」 と あ る の は 、 「 に 、 地

方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 第

14条 (第 17条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 )の 規 定 に 基 づ き 定 め ら れ た 当 該 暫

定 再 任 用 職 員 の 勤 務 時 間 を 寒 川 町 職 員

の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 第 2条

第 1項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た
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数 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 」 と す る 。  

 4 暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 の 給 料 月 額

は 、 当 該 暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 が

定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 で あ る も

の と し た 場 合 に 適 用 さ れ る 寒 川 町 一 般

職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 第 4条 第 1

項 に 規 定 す る 給 料 表 の 定 年 前 再 任 用 短

時 間 勤 務 職 員 の 欄 に 掲 げ る 基 準 給 料 月

額 の う ち 、 同 条 例 第 5条 第 1項 の 規 定 に

よ り 当 該 暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 の

属 す る 職 務 の 級 に 応 じ た 額 に 、 寒 川 町

職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例

第 2条 第 2項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た 当

該 暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 の 勤 務 時

間 を 同 条 第 1項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除

し て 得 た 数 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。  

 5 暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 は 、 定 年 前

再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 と み な し て 、 新

給 与 条 例 の 規 定 を 適 用 す る 。  

 6 暫 定 再 任 用 職 員 は 、 定 年 前 再 任 用 短 時

間 勤 務 職 員 と み な し て 、 新 給 与 条 例 第

17条 第 3項 の 規 定 を 適 用 す る 。  

 7  新 給 与 条 例 第 18条 第 1項 の 職 員 に 暫 定

再 任 用 職 員 が 含 ま れ る 場 合 に お け る 勤

勉 手 当 の 額 の 同 条 第 2項 各 号 に 掲 げ る 職

員 の 区 分 ご と の 総 額 の 算 定 に 係 る 同 項

の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 第 1号 中

「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と あ

る の は 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員

及 び 地 方 公 務 員 法 の 一 部 を 改 正 す る 法

律 附 則 第 9条 第 2項 に 規 定 す る 令 和 3年 改

正 法 附 則 第 9条 第 2項 に 規 定 す る 暫 定 再

任 用 職 員 (次 号 に お い て 「 暫 定 再 任 用 職

員 」 と い う 。 )」 と 、 同 項 第 2号 中 「 定

年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と あ る の

は 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び

暫 定 再 任 用 職 員 」 と す る 。  

 8  新 給 与 条 例 第 5条 第 2項 か ら 第 11項 ま

で 、 第 7条 、 第 8条 及 び 第 8条 の 3の 規 定

は 、 暫 定 再 任 用 職 員 に は 適 用 し な い 。  

 (そ の 他 の 経 過 措 置 の 規 則 へ の 委 任 ) 
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 第 16条  附 則 第 2条 か ら 前 条 ま で に 定 め る

も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必

要 な 経 過 措 置 は 、 規 則 で 定 め る 。  

 

 


